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はじめに 

 

我が国は四方を海に囲まれており、商船や漁船など多くの船舶が行き交うなか、船舶の安全航

行や海上業務での情報伝達手段として、「海上無線通信」は重要な役割を果たしております。 

これらの中で、入出港時の連絡や付近を航行する他船との通話に頻繁に用いられているのが 

VHF の周波数（156～162MHz）を用いた無線電話であり、国際的な海上移動業務として一般の通

話だけでなく、遭難、緊急又は安全のための呼出、応答及び通報にも使用されています。この

150MHｚ帯の無線電話はアナログ通信方式として 1960 年代前半から導入が開始され、日本では

昭和 39年に制度化されました。 

 

他方、陸上無線通信においてデジタル化が飛躍的に進む中、海上無線通信においてもデータ

通信の需要が急増しており、船舶の効率的な運航を支援する目的でもデータ通信システムの導

入が望まれていました。このような中、2012 年に開催された世界無線通信会議（WRC-12）におい

て、150MHz 帯におけるアナログ音声用の周波数の一部を「VHF データ交換システム(VDES：VHF 

Data Exchange System)」として利用することが決定され、WRC-15において、このデータ通信の利

用方法の整理がされたところです。さらには、この VDESを地上に加えて衛星での利用も可能とす

るための新たな周波数分配がWRC-19において合意され、これにより陸上と船舶との間又は船舶

相互間に加え、新たに船舶と衛星との間でもデータ通信を活用することが可能となりました。 

 

このような国際動向を踏まえ、衛星を利用した VDES に関し、利用シーンや新たな電波利用ニ

ーズの把握と、それに基づくシステムの要求条件及び周波数共用条件を明らかにすると共に、国

内制度化を視野においた技術的要求条件の導出を目的に、「衛星を活用した VHF データ交換シ

ステム（VDES）の導入による海上無線通信の高度化に向けた調査検討会」を開催し、検討を進め

て参りました。その結果、VDES の衛星利用が制度面だけではなく、地上 VDE や AIS、AMS など

他の海上無線通信システムとの共用が可能であることが明らかになりました。 

本検討会の成果が、海上における人命や航行の安全確保はもとより、運航の効率化、物流の

効率化、船内居住環境の改善など、今後の海上における各種業務のサービス向上につながり、

さらなる海上無線通信の高度化のために役立てられることを大いに期待しています。 

 

最後に、ご多忙な中、本検討会及び作業班にご参画いただきました構成員各位をはじめ、技術

的検討にご協力いただいた海上保安庁をはじめとする関係機関、関係者、並びに本会合に携わ

られた全てのスタッフに対して心より感謝申し上げます。 

 

令和３年３月 

「衛星を活用した VHFデータ交換システム（VDES）の導入による海上無線通信の 

高度化に向けた調査検討会」座長 

北海道大学 大学院情報科学研究院 メディアネットワーク部門 教授 大鐘 武雄 
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第1章 調査検討の概要 

1.1.  調査検討の背景と目的 

船舶に搭載されている無線通信機器は、デジタル通信技術の活用によるデータ通信等の高度

化へ対処するため、国際的な海上移動業務の無線周波数である 150MHz 帯におけるアナログ音

声用の周波数の一部を「VHFデータ交換システム（VDES:VHF Data Exchange System）」として利

用することが世界無線通信会議（WRC-15）において決定され、我が国においてもこの導入に向け

た関係の制度が平成 30年 7月に整備されたところである。 

今般、この VDES について、地上に加えて衛星でも利用可能とするため、VDES の周波数に二

次業務として海上移動衛星業務を追加分配することが WRC-19 において合意され、陸上と船舶と

の間又は船舶相互間に加え、船舶と衛星との間においてもデータ通信を活用することが可能と

なった（以下、「VDES（衛星コンポーネント）又は衛星 VDES」という。）。 

これにより、航行の安全の確保だけでなく、各種業務の効率化など通信の高度化の実現や海

上における人命の安全の向上などが期待されている。 

このため、この VDES（衛星コンポーネント）として追加された電波利用について、その新たな

ニーズとこれに対応したシステム運用形態、及び他の電波利用との周波数共用条件等、国内制

度化を視野においた技術基準策定の礎となる技術的要求条件の導出を目的として、総務省北海

道総合通信局に「衛星を活用した VHF データ交換システム（VDES）の導入による海上無線通信

の高度化に向けた調査検討会」を設置し、後記の調査検討項目に係る調査と検討を行う。 
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1.2.  調査検討項目と概要 

VDES（衛星コンポーネント）の導入による海上無線通信の高度化に向けた調査検討に関して、

以下の項目について調査検討を実施し、その結果を取りまとめる。 

 

(1) VDES（衛星コンポーネント）利用に係る近年の海外動向等 （第 2章） 

VDES（衛星コンポーネント）利用に係る近年の海外動向について、国際機関や各国にお

ける動向を調査する。 

 

(2) VDES（衛星コンポーネント）の有力な利用シーン・ニーズ （第 3章） 

VDES（衛星コンポーネント）の活用が想定されるシーン及びそこにおけるユーザーニーズ

等について、関係者へのアンケート及びヒアリングを通じて調査する。 

 

(3) VDES（衛星コンポーネント）のシステム要求条件 （第 4章） 

VDES（衛星コンポーネント）のシステム要求条件について、国際的動向における VDES 導

入と周波数割当や、国内の利用シーン・ニーズ等の観点から検討する。 

 

(4) 周波数共用条件の検討 （第 5章） 

VDES（衛星コンポーネント）の周波数の共用条件について、基本的な考え方を整理して試

験方法を決めた上で、試験結果の考察を行い、衛星 VDE データ通信と既存データ通信の共

用条件について検討する。 

 

(5) VDES（衛星コンポーネント）の技術的要求条件 （第 6章） 

VDES（衛星コンポーネント）を実際に導入する際の技術的要求条件や導入上の課題等に

ついて、ここまでの各種調査検討の結果等を踏まえて検討・整理する。 
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1.3.  調査検討における実施体制 

調査検討に当たっては、調査検討会を設置した。さらに、技術的な調査検討項目を詳細に検討

するため、調査検討会での決定を受けて作業班を設置した。 

調査検討会、作業班それぞれの構成員については資料編の資料１、２を参照。また、調査検討

会、作業班それぞれの検討経過については同資料３を参照。 
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第 2章 VDES（衛星コンポーネント）利用に係る近年の海外動向等 

2.1. 周波数分配関係の動向【ITU（国際電気通信連合）】 

今般、デジタルデータ通信が陸上で飛躍的に発展している状況から、海上無線通信においても

データ通信の需要が急増しており、無料で利用できるデータ通信の導入が求められていた。さら

に、船舶の効率的な運航を支援する目的でもデータ通信システムの導入が望まれていた。海上

VHFへの VDE（VHF Data Exchange）導入が 2012年世界無線通信会議（WRC-12）において審議

され、2017年 1月からデータ通信用のデジタルバンドが使用できることとなった。 

WRC-15 では VDE チャネルの使用方法も整理され、VDE（通称：VDE 地域チャネル）として各国

や地域が独自に使用する部分と、VHFデータ交換システム（VDES：VHF Data Exchange System）

の地上コンポーネント（地上 VDE）として全世界共通で使用する部分に分けられた。衛星 VDE へ

の周波数分配は 2019 年 10 月から 11 月に開催された WRC-19 で決定され、2021 年 1 月より

VDESを衛星通信でも使用できることとなった。 

WRC-19 ではさらに、VDES チャネルの使用方法も整理された。当該周波数帯の分配は、地上

VDE（移動業務）は一次業務であるが、衛星 VDE（海上移動衛星業務）は二次業務とされた。この

詳細を図 2.1-1に示す。 

 

図 2.1-1 国際 VHFデジタル通信用チャネル 

2.2.海上交通関係 

2.2.1. IMO（国際海事機関） 

2020 年 5 月 4 日～11 日に開催された第 102 回海上安全委員会において、日本、ノルウェー、

シンガポールから、SOLAS 第 V 章の修正および VHF データ交換システム（VDES）を導入するた

めの関連する IMO 条約の改訂に関して提案されたがコロナ禍の影響で審議に至らず。審議は、

2021年 5月 5日～14日開催予定の第 103回海上安全委員会に持ち越されている。 

この提案文書は、VDES を導入するため SOLAS 条約の第 V 章を修正し、VDES の普及を促進

するため性能基準とガイドラインを開発する必要があるとしている。 

WRC-19 で、衛星 VDE を有効にするために、海上移動衛星業務を二次業務として周波数を分

配した。これは、送受信が有害な干渉を引き起こしたり、一次分配で運用している局からの保護を

侵害してはならないことを意味する。したがって、GMDSS（海上における遭難及び安全に関する世
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界的な制度）に衛星 VDE の使用を含めることは不適切である。さらに、VDE 地上波チャネルと

ASM チャネルの割り当てが主要だが、デジタル無線通信の受信速度は保証されておらず、特に

VDES による遭難や緊急情報の送受信には適していない。しかし、VDES による ASM の放送と、

航海用表示装置での標準化された記号によるそのようなメッセージの描写は、音声による誤解の

回避に大きく貢献し、船員の負担を軽減し、航海の安全性を高めることができる。 

したがって、共同提案者は、e-navigationの実施を実現するために、VDESを SOLASの第 V章

に導入する必要があると考えている。VDES の関連データ、知識、経験を取得した上で、GMDSS

での VDESの使用を将来検討する必要があるとしている。 

 

2.2.2. Saab、Orbcomm、および AAC Clyde Space の契約 

Saab、Orbcomm、および AAC Clyde Space の３社は、海上通信に VHF データ交換システム

（VDES）を使用する新しい衛星の契約に署名した。3 社は、海上通信に VDES を使用したテストを

実施するため、低軌道（LEO）の超小型衛星を打ち上げ、現在の沿岸域で使われる VDES を大洋

に拡張することを計画している。衛星 VDES は、船舶自動識別装置（AIS）などの既存のネットワー

クを強化する新しい自動船舶追跡標準にもなる。 

 

2.3. VDES衛星の動向 

2.3.1. NORSAT-2（ノルウェー） 

ノルウェーは、2017年 7月 14日 VDES衛星「NORSAT-2」を打上げ、これを使用して船とテスト

衛星の間でデジタルデータを交換する実証試験に成功した。NORSAT-2 は、ノルウェー宇宙セン

ター（Norsk Romsenter）が運用する船舶追跡および低軌道通信衛星であり、高度なサービスを提

供する新しい VHFデータ交換システムを提供している。このサービスの概要を図 2.3-1に示す。 

 
図 2.3-1  NORSAT-2のサービス概要 

 

2.3.2. Sternula（デンマーク） 

Sternula はデンマーク初の商業衛星オペレーターである。Sternula は、2022 年から運用される

低軌道(LEO)の高度なマイクロ衛星を使用して、海洋当局と産業向けにグローバル VDE-SAT 接

続を提供する予定である。衛星打上のロードマップとして主なマイルストーンは、2022 年に 1 基の

衛星をその後、2024 年に 4基プラス、2026 年に 16 基プラス、2028年に 40基プラスと累計 61基

の衛星となる計画である。 
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第 3章 VDES（衛星コンポーネント）の有力な利用シーン・ニーズ 

3.1.  構成員アンケートの結果と示唆 

3.1.1.  アンケート実施概要 

【実施目的】作業班において VDES（衛星コンポーネント）のシステム要求条件、技術的要求条

件を検討するにあたり、ユーザーの立場からの利用シーンやニーズについて情報

収集を行うことを目的に実施。 

【実施期間】2020年 12月 15日～12月 23日 

【実施方法】ウェブアンケート 

【調査対象】検討会構成員 

【調査項目】以下のとおり。 

 本調査開始前に、衛星 VDES というシステム自体をご存じでしたか。 

 本調査開始前に、国内外で衛星 VDES導入の動きがあることをご存じでしたか。 

 船舶による衛星 VDES 利用は、どのようなシーン（現場・用途）に適しているとお考えです

か。アイデアベースでも結構ですのでご回答ください。 

 システムユーザーの立場に立ったとき、衛星からのブロードキャストでの提供が大きなメ

リットを生む情報として、どういった情報が考えられますか。 

 衛星利用という点に伴って発生する課題として、どういった課題が想定されますか。 

 わが国での取組に当たり参考とすべき他国の情報（具体的な取組や政策的対応等）があ

れば、概略をご紹介ください。 

 衛星 VDES の利用促進・課題解決のために必要な政策的対応について、ご意見をお書き

ください。 

 

3.1.2.  アンケート実施結果 

9名の検討会構成員より回答を得た。概要は以下のとおり。 

「利用シーン」 

海上安全情報（MSI）の放送、航路等の航海情報の通信、気象・海象観測データの通信のほか、

遠距離での通信が可能になることから、海難救助への活用にも生かせる。漁業においては、漁船

間での操業情報や、漁場予測情報への活用が期待される。 

「メリットを生む情報」 

運航警報情報・海上安全情報、気象・海象データが中心になる。その他、他の船舶の位置情報、

航行先の天候、燃費改善のための海流データ、漁場予測データ等が想定される。 

「課題」 

衛星や専用機器の整備費用、通信費、衛星の運用費用等、コストに関する課題がある。その

他、広域での通信に起因する混信、地上 VDES 等の干渉による通信断、地球全体を網羅するた

めの衛星数の確保に時間がかかる可能性、妨害やスプーフィング等の課題がある。 
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3.2.  有識者ヒアリングの結果と示唆 

3.2.1.  ヒアリング実施概要 

【実施目的】アンケートから得られた利用シーンやニーズを深掘りし、より詳細な情報収集を行う 

ことを目的に実施。 

【実施期間】：2021年 1月 13日～1月 19日 

【実施方法】オンラインヒアリング 

【調査対象】アンケート回答者より以下の 4名に対し実施（実施順） 

（公財）笹川平和財団 海洋政策研究所 特別研究員 渡辺 忠一 氏 

(一社）全国船舶無線協会（水洋会部会） 事務局長 田北 順二 氏 

新日本海フェリー（株） 取締役 海務部長 運航管理者 開  敏之 氏 

海上保安庁 交通部 企画課 国際技術開発室 専門官 野口 英毅 氏 

【調査項目】以下のとおり。 

1. 船舶による衛星 VDES利用が期待されるシーン（有力な活用現場・用途） 

2. 衛星からのブロードキャストによる提供がメリットを生む情報 

3. 衛星利用システムに対する使用上の懸念や機能面での要望 

4. 衛星 VDESの利用シーン・ニーズに関して参考となる先行事例（海外の取組等） 

5. 1～4 に関連した、我が国での衛星 VDES（端末側地上局に限る）の整備に係る情報や提

案など 

 

3.2.2.  ヒアリング実施結果 

ヒアリングにより得られた主な意見の概要は以下のとおり。 

「想定される主な利用シーン」 

航行情報（特に海上安全情報）へのニーズがある。例えば、GMDSS に備えられている EGC 等

で、海上安全情報等を VHF 海岸局の届かないところへ放送する通信衛星としての活用が想定さ

れる。また、気象・海象データへのニーズのほか、漁業への活用として、漁船間での操業情報の

通信や漁場の予測情報の通信に活用できる。航海中に通信上のトラブルがあったときのバック

アップ回線としても利用できる。 

「具体的な情報の種類」 

運航警報、海上安全情報、気象・海象データへのニーズがある。特に、海象・気象情報におい

ては、予報データではなく、現在天候がどういう状況にあるのかという実測データが得られると有

効である。ほかに、他の船舶の位置情報、燃費改善のための海流データや漁場の状態に関する

情報へのニーズもある。 

「課題」 

通信機器の整備に要する費用、通信費、衛星の整備・メンテナンス費用など、コストに関する課

題がある。機器について、具体的には、現状の VHF のシステムをそのまま活用できるかが懸念さ

れている。インターフェースについては、VDESのデータを ECDIS画面にグラフィカルに表示される

ことが重視されている。その他、広域利用に伴う混信、地上VDESとの干渉による通信の混乱、地

球全体をカバーするために必要な衛星数の確保に時間を要すること等が課題である。 

 



 

9 

3.3.  まとめ 

VDES（衛星コンポーネント）は、海上安全情報や気象・海象データ等のやり取りへのニーズが

ある一方で、ユーザーにとっては、機器整備や通信に係るコスト、機器構成、インターフェースの

使い易さ等が懸念されている。 
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第4章 VDES（衛星コンポーネント）のシステム要求条件 

4.1.  国際的動向における VDESの導入と周波数割当 

4.1.1.  国際 VHF 海上無線 

船舶における海上無線通信では様々な周波数帯を利用した各種通信方式が用いられている。

それらの中で、入出港時の連絡や、付近を航行する他の船舶との通話に頻繁に用いられている

のが 156-162 MHzの周波数帯（海上 VHF、日本では国際 VHF と呼ばれている）を用いた無線電

話であり、一般の通話だけでなく、遭難、緊急又は安全のための呼出、応答及び通報にも使用さ

れている。海上 VHF の無線電話は 1960 年代前半から導入が開始され、日本では昭和 39 年

（1964年）9月に制度化された。 

今般、デジタルデータ通信が陸上で飛躍的に発展している状況から、海上無線通信においても

データ通信の需要が急増しており、従来は主にインマルサット等の衛星通信でデータ通信が行わ

れているが通信費用が高額になることから、無料で利用できるデータ通信の導入が急がれていた。

さらに、船舶の効率的な運航を支援する目的でもデータ通信システムの導入が望まれていた。海

上 VHFへの VDE（VHF Data Exchange）導入が 2012年世界無線通信会議（WRC-12）において審

議され、海上 VHF のチャネル配置を規定している無線通信規則付録第 18 号が改正され、平成

29 年（2017 年）1 月から ITU-R 勧告 M.1842-1 によるデータ通信用のデジタルバンドが海上 VHF

の CH21-26及び CH80-86を用いて使用できることとなった。ITU-R勧告M.1842-1では、1チャネ

ルあたり帯域幅 25 kHz の海上 VHF のチャネルを最大 4 つ用いて 100 kHz 幅とし、最大 307.2 

kbps の伝送速度をもつデータ通信方式が記載されている。 

船舶自動識別装置（AIS：Automatic Identification System）は、船舶の位置情報や針路、船速な

どの航海情報、船名や貨物の情報を定期的に放送し、他船から放送されたこれらの情報を常時

受信し表示するシステムであり、船舶の識別のために用いられている。AIS では、船舶の動向に

関する情報だけでなく、アプリケーション毎に定義されたメッセージを交換できる特定用途（アプリ

ケーション特定）メッセージ（ASM：Application Specific Message）を利用することにより、任意のメッ

セージ交換も可能である。AIS を利用した ASM の使用頻度が高くなってきたことから、徐々に AIS

チャネルが逼迫してきたため、ASMのようなメッセージ交換は AIS とは別のチャネルで運用させる

べき検討が ITU-R（国際電気通信連合無線通信部門）で行われた。2015 年世界無線通信会議

（WRC-15）において、ASM専用チャネルの導入が全世界的に認められ、平成 31年（2019年）1月

より同メッセージ専用の ASM 1（161.950 MHz）及び ASM 2（162.000 MHz）チャネルが使用できるこ

ととなった。 

WRC-15 では VDE チャネルの使用方法も整理され、CH21-23 及び CH80-83 は ITU-R 勧告

M.1842-1 による VDE（通称：VDE 地域チャネル）として各国や地域が独自に使用し、CH24-26 及

び CH84-86は VHFデータ交換システム（VDES：VHF Data Exchange System）の地上コンポーネ

ント（地上 VDE）として全世界共通で使用されることとなった。VDESは ASMも含み、それらの技術

特性は ITU-R勧告 M.2092-0で規定された。なお、WRC-15では VDES の衛星コンポーネント（衛

星 VDE）の導入も検討対象とされていたが、審議は 2019 年世界無線通信会議（WRC-19）に繰り

越された。 

衛星 VDEへの周波数分配は 2019年 10月から 11月に開催された WRC-19で決定され、2021

年 1 月より VDES を衛星通信でも使用できることとなった。WRC-19 では、さらに VDES チャネル
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アンケート結果より、我が国における利用ニーズは、航海の安全安心のため、また環境問題な

どの多様な観点より、沿岸域だけではなく、VHF 海岸局のサービスエリアを超えた海域でも気象・

海象情報や、障害物などの海上安全情報等を得ることで、ECDIS などの航海機器への表示、海

図へのデータ重畳など様々な用途が考えられる。 

 例えば、目的地のこれら情報をいち早く得ることにより、安全な行動を早くからとることができる、

効率の良い航路計画を遠く離れている段階で再考できるなどの航海に関する計画に利用すること

から、通常使われている衛星通信に何らかのトラブルが生じた場合のバックアップとした回線など

の手段など、衛星ならではの長所は多く、様々な用途における選択肢が広がると期待できる。 

 これらについては、現在の海上 VHF 帯通信（音声通信や AIS など）では実現が困難であるが、

デジタル化の利点を活かしてデータや画像等の新しいサービスとして提供を受けるにあたり、我

が国で実現出来るシステム要求条件として ITU-R 勧告 M.2092-0 改正案（ITU-R 文書番号：

5B/225 Annex 16）に記載されている条件が使用できるものと推察される。そのため、今後は特に

断りのない限り、衛星 VDE等の技術特性は当該 ITU-R勧告M.2092-0改正案（ITU-R文書番号：

5B/225 Annex 16）に記載されている条件を使用する。 

 

4.2.1.  衛星 VDE チャネル 

VDESの技術特性は ITU-R勧告 M.2092-0で定められているが、同勧告は衛星 VDEの導入

が WRC-19で決定される以前の平成 27年（2015年）10月に発行されたものであり、衛星 VDE

の技術特性が十分に定められているとは言い難い。そのため、国際航路標識協会（IALA）等が中

心となって技術特性を検討し、ITU-R勧告 M.2092-0の改正案として ITU-Rに提案している。そ

れらの提案により、令和 2年（2020年）11月に開催された ITU-R WP 5B会合において ITU-R勧

告 M.2092-0改正案がほぼ最終化され、主要な技術特性は確定されたと考えられる。 

衛星 VDE では、国際 VHFの上側周波数帯及び下側周波数帯でそれぞれ連続した 6つのチャ

ネルによる 150 kHz幅の周波数が使用できるが、使用できるチャネルの組み合わせは表 4.1-1

のように定められており、アップリンク（地球から宇宙）は 50 kHz幅のチャネル、ダウンリンク（宇

宙から地球）は 50 kHz、100 kHz及び 150 kHz幅のチャネルを使用することとされている。各チャ

ネルの技術特性を表 4.1-1から表 4.1-3に示す。 

 

表 4.2-1 衛星 VDE の使用チャネル 
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表 4.2-2 衛星 VDE の技術特性（アップリンク） 

送信帯域幅 50 kHz 

変調方式 QPSK/CDMA PI/4 QPSK 8PSK 16QAM 

電波の型式 G1D G1D G1D G1D 

空中線電力 12.5 W 11 W 10 W 6 W 

 

表 4.2-3 衛星 VDE の技術特性（ダウンリンク） 

送信帯域幅 50 kHz 100 kHz 150 kHz 

変調方式 
BPSK 
/CDMA 

BPSK 
PI/4 
QPSK 

8PSK 
BPSK 
/CDMA 

BPSK 
/CDMA 

電波の型式 G1D G1D G1D G1D G1D G1D 

空中線電力 pfd マスクで規定 

 

 

表 4.2-4 衛星 VDE 船舶局の送受信機のパラメータ 

送信機 

送信帯域幅 50 kHz 

隣接チャネル電力 

 

0 dBc 

(|Δfc| < 25 kHz) 

−25 dBc 

(25 kHz =< |Δfc| < 37.5 kHz) 

−70 dBc 

(37.5 kHz =< |Δfc| < 125 kHz) 

受信機 

隣接チャネル選択度 規定なし 

感度 規定なし 
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第5章 周波数共用条件の検討 

5.1.  周波数共用条件検討の考え方 

衛星 VDE（海上移動衛星業務）は二次業務として周波数が分配されており、音声、地上 VDE、

ASM 及び AIS（移動業務又は海上移動業務）は一次業務として周波数が分配されている。「二次

業務の無線局は、周波数が既に割り当てられ、又は後日割り当てられる一次業務の無線局に有

害な混信を生じさせてはならない。」とされているため、衛星 VDE 導入の際には、これら一次業務

の無線局に有害な混信（干渉）を与えないことが求められる。周波数の有効利用を図りながら衛

星 VDE を導入するために、衛星 VDE と既存無線設備の共用条件を検討する。手法は、各技術パ

ラメータを用いて、実験室において測定器等を用いて実際の環境を模擬的に構築し、試験により

干渉の程度を測定する。そして、数値計算による値と試験結果を比較し、同様の傾向が得られる

かその妥当性を確認する。 

 

5.2.  試験方法 

5.2.1.  試験概要 

試験の概要として、周波数共用条件検討に必要な干渉モデル及びその測定項目について記載

する。 

 

 干渉モデル 

海岸局と船舶局の周波数割当て条件から、既存のデータ通信と衛星 VDE の共用を想定した場

合に干渉する状況を推定する。 

2020 年版無線通信規則において衛星 VDE として割当てられた国際 VHF のチャネルは 4.1.1. 

節のとおりであり、我が国においても周波数割当計画により、無線通信規則と同様に表 5.2-1 の

ようにチャネルが割り当てられている。 
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5.2.2.  試験条件 

4.2. 節に記載のとおり、試験は ITU-R 勧告 M.2092-0 改正案をベースとして進めることとした。

それより、各干渉モデルの試験条件（変調方式、使用周波数、参照規格、妨害波）は次のとおりで

ある。 

 

 干渉モデル想定図 1 

衛星 VDE の主な特性を表 5.2-3 に記載する。表中の赤枠で囲った 16QAM を妨害波として使

用する。なお、青枠は使用する干渉波周波数を示している。 

 

（1） 衛星 VDE 変調方式一覧（アップリンク） 

表 5.2-3 検討対象 衛星 VDE（アップリンク）の変調方式一覧 

送信帯域幅 50 kHz 

変調方式 QPSK/CDMA PI/4 QPSK 8PSK 16QAM 

電波の型式 G1D G1D G1D G1D 

周波数[MHz]  
157.200+157.225, 157.275+157.275, 157.300+157.325 

161.800+161.825, 161.859+161.875, 161.900+161.925 

空中線電力 12.5 W 以下 11 W 以下 10 W 以下 6 W 以下 

 

（2） 試験の組み合わせ 

表 5.2-4 試験の組み合わせ 

ASM 

 
希望波 妨害波 

ASM 衛星 VDE 

帯域幅 25 kHz 50 kHz 

変調方式 PI/4 QPSK 16QAM 

AIS 

 AIS 衛星 VDE 

帯域幅 25 kHz 50 kHz 

変調方式 GMSK 16QAM 

地上 VDE 

 地上 VDE 衛星 VDE 

帯域幅 100 kHz 50 kHz 

変調方式 16QAM 16QAM 
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 参照規格 

ITU-R 勧告 M.2092-0 改正案より、妨害波として扱う衛星 VDE 側の送信規格について抜粋した

ものを表 5.2-7 にまとめる。 

 

（1） 送信規格 

表 5.2-7  衛星 VDE の送信規格 

参照規格 ITU-R 勧告 M.2092-0 改正案 

周波数偏差 1.5 ppm 

変調スペクトラム 

50 kHz チャネル 

（アップリンク） 

∆fc < ±25 kHz: 0 dBc 

±25 kHz < ∆fc < ±37.5 kHz: below the straight line between 

−25 dBc at ±25 kHz and –70 dBc at ±37.5 kHz 

±37.5 kHz < ∆fc < ±125 kHz: −70 dBc  

変調スペクトラム 

100 kHz チャネル 

（ダウンリンク） 

∆fc < ±50 kHz: 0 dBc 

±50 kHz < ∆fc < ±62.5 kHz: below the straight line between 

−25 dBc at ±50 kHz and –70 dBc at ±62.5 kHz 

±62.5 kHz < ∆fc < ±250 kHz: −70 dBc 

 

（2） ダウンリンクの受信機入力電力 

ダウンリンクについては、ITU-R 勧告の船舶側における受信機入力電力の算出例から引用す

る。妨害波として受ける場合は算出例の中で最も大きく示す値を用いることとする。 

 

地上 VDE と衛星 VDE 間の相互運用と互換性を保証するため、地表における衛星からのダウン

リンク波の電力束密度の制限値（以下、pfd マスク）は下記公式により規定される。𝛉°は地表の水

平面方向と衛星の方向間の角度から成る。 

𝛉° = 𝒆𝒂𝒓𝒕𝒉 𝒕𝒐𝒔𝒂𝒕𝒆𝒍𝒍𝒊𝒕𝒆 𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒈𝒍𝒆 

𝑃𝐹𝐷(θ°) (dBW/(m2∗4 kHz)) = {

−149 + 0.16 ∗ θ°                        0° ≤ θ < 45°;
−142 + 0.53 ∗ (θ° − 45°)      45° ≤ θ < 60°;
−134 + 0.1 ∗ (θ° − 60°)         60° ≤ θ ≤ 90°.

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2-7 八木アンテナとそのメインローブが地球の地平線に向けられる様子 
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妨害波を受けるデータ通信で使用する海上無線設備（以下「AIS」「ASM」及び「地上 VDE」とい

う。）側については、無線設備規則及び ITU-R 及び IEC の各受信規格を抜粋したものを表 5.2-11

から表 5.2-16 にまとめる。 

 

（3） AIS チャネル 

AIS の国際規格は、ITU-R 勧告 M.1371-5 から表 5.2-11 及び表 5.2-12 の通りに定められてい

る。 

表 5.2-11 AIS チャネルを使用する AIS の国際規格 

送信帯域幅 25 kHz 

変調方式 GMSK 

電波の型式 G1D 

周波数[MHz] (*) 
船舶局/海岸局： 161.975 

            162.025 

空中線電力 船舶局/海岸局： 12.5 W 以下 

＊AIS の衛星受信用周波数は検討対象外 

 

表 5.2-12 AIS の送受信機のパラメータ 

送信帯域幅 25 kHz 

送信機 スロット変調マスク 

0 dBc 
(|Δfc| < 10 kHz) 

−25 dBc 
(10 kHz =< |Δfc| < 25 kHz) 

−70 dBc 
(25 kHz =< |Δfc| < 62.5 kHz) 

受信機 
隣接チャネル選択度 20% PER @ 70 dB 

感度 20% PER @ –107 dBm 

 

（4） ASM チャネル 

ASM の国際規格は、ITU-R 勧告 M.2092-0 改正案から表 5.2-13 及び表 5.2-14 の通りに定め

られている。 

表 5.2-13 ASM チャネルを使用する ASM の国際規格 

送信帯域幅 25 kHz 

変調方式 π/4 QPSK 

電波の型式 G1D 

周波数[MHz] (*) 
船舶局/海岸局： 161.950 

            162.000 

空中線電力 船舶局/海岸局： 12.5 W 以下 
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表 5.2-14 ASM の送受信機のパラメータ 

送信帯域幅 25 kHz 

送信機 スロット変調マスク 
0 dBc は平均電力時 

0 dBc 
(|Δfc| < 8 kHz) 

−25 dBc 
(8 kHz =< |Δfc| < 16 kHz) 

−60 dBc 
(16 kHz =< |Δfc| < 25 kHz) 

−70 dBc 
(25 kHz =< |Δfc| < 62.5 kHz) 

受信機 
隣接チャネル選択度 20% PER @ 70 dB 

感度 20% PER @ –107 dBm 

 

（5） 全世界的に利用する地上 VDE チャネル 

ITU-R 勧告 M.2092-0 改正案は ASM 同様にスロット構成、フレーム構成や送受信局間の通信

シーケンスまで記載されており、現時点においてもさらに内容を充実するべく議論が続けられてい

る。これらのことから、試験について ITU-R 勧告 M.2092-0 改正案をベースとして進めることとした。 

全世界的に利用するチャネルを使用する地上 VDE の国際規格は、ITU-R 勧告 M.2092-0 改正

案から表 5.2-15 及び表 5.2-16 のとおり 3 つの送信帯域幅によって定められている。 

 

表 5.2-15 全世界的に利用するチャネルを使用する地上 VDE の国際規格 

送信帯域幅 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz 

変調方式 π/4 QPSK, 8PSK 16QAM 

電波の型式 G1D D1D 

周波数[MHz] 

船舶局：157.200 – 157.325、海岸局：161.800 – 161.925 

（Ch.24, Ch.84, Ch.25, Ch.85, Ch.26 及び Ch.86） 

（図 4.1-1 の「全世界的にデータ通信を利用」のチャネル） 

空中線電力（※） 6.5 – 12.5 W 

※勧告原文では Transmit average power と表記 

 

表 5.2-16 全世界的に利用するチャネルを使用する地上 VDE の送受信機のパラメータ 

帯域幅 25 kHz 50 kHz 100 kHz 

送

信

機 

隣接チャネル 

電力 
 

0 dBc 
(|Δfc| < 12.5 kHz) 

0 dBc 
(|Δfc| < 25 kHz) 

0 dBc 
(|Δfc| < 50 kHz) 

−25 dBc 
(12.5 kHz =< |Δfc| < 25 kHz) 

−25 dBc 
(25 kHz =< |Δfc| < 37.5 kHz) 

−25 dBc 
(50 kHz =< |Δfc| < 62.5 kHz) 

−70 dBc 
(25 kHz =< |Δfc| < 62.5 kHz) 

−70 dBc 
(37.5 kHz =< |Δfc| < 125 kHz) 

−70 dBc 
(62.5 kHz =< |Δfc| < 250 kHz) 

受

信

機 

隣接チャネル 

選択度 
規定なし 

感度(1% PER) 
π/4 QPSK：-111 dBm 

16QAM：-108 dBm 
π/4 QPSK：-108 dBm 

16QAM：-105 dBm 
π/4 QPSK：-105 dBm 

16QAM：-102 dBm 
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 妨害波 

使用する妨害波を以下に示す。 

アップリンク ：16QAM（50 kHz）   ：PN15 系列を使用した変調状態 

ダウンリンク ：BPSK/CDMA 変調（100 kHz）：PN15 系列を使用した変調状態。拡散符号は 

0010、チップレートは 72 kcps、拡散率は 2 

 

 

 測定項目 

試験方法として、実験室内で実機を使った方法を採用した。検討項目は表 5.2-2 から以下の 2

つとなる。 

（1） 同一チャネル干渉試験 

（2） 隣接チャネル干渉試験 

さらに、試験結果を一般的な特性とみなすことができるかを確認するため、数値計算との比較

（5.3.1.節で後述）を実施した。 

既存無線設備によるデータ通信中に同一チャネルを衛星 VDE として使用した場合、既存の

データ通信と相互に影響を受けることが想定されるが、国内の通信状況を確保することを優先と

しつつ、衛星 VDE が既存のデータ通信にどのように影響を与えるかについて、以下の 2 つの項目

を検討する。 

 

 

（1） 同一チャネル干渉検討 

検討においては、希望波（Desired Signal）に対し妨害波（Undesired Signal）がどの程度の受信

レベル（DU 比）であれば通信が成り立つかを把握するとともに、通信が成り立つ DU 比から通信

可能な距離を求めることとする。 

 

 

（2） 隣接チャネル干渉検討 

検討においは、希望波に対し妨害波がどの程度の受信レベル（DU 比）であるか把握する。さら

に、その DU 比から離隔距離を求める。 
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（1）  干渉モデル想定 1 

(ア) 隣接チャネル干渉試験 

DU 比を以下の手順で取得した。試験周波数は次のとおりである。 

AIS 

試験周波数（50 ｋHz 離れ）： 

161.900+161.925 MHz 

161.975 MHz 

ASM 

試験周波数（25 ｋHz 離れ）： 

161.900+161.925 MHz 

161.950 MHz 

地上 VDE 

試験周波数（25 ｋHz 離れ）： 

161.900+161.925 MHz 

161.800+161.825+161.859+161.875 MHz 

信号発生器と受信機は同一チャネル除去比と同様に結線する。 

 

DU 比 

1. 標準信号発生器 1 または 2 の出力を基準感度+20 dB（-87 dBm）に設定する。標準

信号発生器 1 は測定する変調（AIS，ASM および地上 VDE）にて標準変調状態とす

る。 

2. 標準信号発生器 3 を 16QAM 変調とし、標準信号発生器 1 と同一周波数に設定す

る。  

3. 標準信号発生器 3 を入力し、PER が 80%となるように標準信号発生器 3 の出力を

調整し、その値を記録する。  

4. 標準信号発生器 1 または 2 と標準信号発生器 3 の値から DU 比を算出する。 以

下の組み合わせで測定する。 

 

（2）  干渉モデル想定 2 

(ア) 同一チャネル干渉試験 

DU 比を以下の手順で取得した。試験周波数は次のとおりである。 

地上 VDE と衛星 VDE 

試験周波数（同一）： 

 

161.800+161.825+161.859+161.875 MHz 

信号発生器と受信機は同一チャネル除去比と同様に結線する。 

 

DU 比 

1. 標準信号発生器 3 を BPSK/CDMA 変調とし、出力をダウンリンク受信電力となる  

-111.6 dBm に設定する。  

2. 標準信号発生器 2 を 16QAM 変調とし、標準信号発生器 2 と同一周波数に設定す

る。 

3. 標準信号発生器 2 を入力し、PER が 99 %となるように標準信号発生器 2 の出力を

調整し、その値を記録する。 但し、標準信号発生器 2 の出力は規定感度値となる

-102 dBm までの確認とする。 

4. 標準信号発生器 2 と標準信号発生器 3 の値から DU 比を算出する。 以下の組み

合わせで測定する。 
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（3）  干渉モデル想定 3 

(ア) 隣接チャネル干渉試験 

DU 比を以下の手順で取得した。試験周波数は次のとおりである。 

AIS 

試験周波数（50 ｋHz 離れ）： 

161.900+161.925 MHz 

161.975 MHz 

ASM 

試験周波数（25 ｋHz 離れ）： 

161.900+161.925 MHz 

161.950 MHz 

信号発生器と受信機は同一チャネル除去比と同様に結線する。 

 

DU 比 

1. 標準信号発生器 1 または 2 の出力を基準感度+20 dB（-87 dBm）に設定する。標準

信号発生器 1 は測定する変調（AIS，ASM）にて標準変調状態とする。 

2. 標準信号発生器 3 を 16QAM 変調とし、標準信号発生器 1/2 と同一周波数に設定

する。  

3. 標準信号発生器 3 を入力し、PER が 80 %となるように標準信号発生器 3 の出力を

調整し、その値を記録する。  

4. 標準信号発生器 1 または 2 と標準信号発生器 3 の値から DU 比を算出する。 以

下の組み合わせで測定する。 
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 離隔距離の算出 

測定及び試験結果より以下の計算式を用いて離隔距離を算出した。 

また、離隔距離を算出する重要なパラメータであるアンテナ高については、IMO 決議 A.801(19)

に記載の船舶側 4 m（小型船舶を想定）とし、もう一方は海岸局ではなく大型船舶を想定した 30 m

及び中型船舶を想定した 10 m を選定した。これらアンテナ高を組み合わせた離隔距離を算出す

る。 

 

表 5.2-18 離隔距離の算出に用いたアンテナ高の組み合わせ（例） 

送信アンテナ 受信アンテナ 

30 m 10 m 

30 m 4 m 

10 m 4 m 

4 m 4 m 

 

近似式 1： 

2 波モデルにおいて大地の反射係数 1、位相遅れ 180°とした場合は式(1)及び式(2)を用いる。 

 𝐸 = 2𝐸0 sin (
2𝜋ℎ1ℎ2

𝜆𝑑
) [V/m] （1）  

 𝐸 = 𝐸0 + 20 log10 (|
2𝜋ℎ1ℎ2

𝜆𝑑
|) [dBμV/m] （2）  

ここでℎ1、ℎ2はそれぞれ送信アンテナ高[m]と受信アンテナ高[m]、𝜆は波長[m]、𝑑は距離[m]、

𝐸0は自由空間の電界強度[V/m]である。 

 

近似式 2： 

送受信点が十分に離れており、且つアンテナ高が低い場合に、式(3)の範囲では式(4)を用いる。 

 
2𝜋ℎ1ℎ2

𝜆𝑑
 < 0.5 (sin θ ≅ 0 のとき、 sin θ = θ)  （3）  

 𝐸 = 88ℎ1ℎ2

√𝐺𝑎𝑃𝑡

𝜆𝑑2
 （4）  

ここで、𝐺𝑎は相対利得（真値）、𝑃𝑡は送信電力[W]である。 

 

近似式 3： 

ここで近似式 1 及び 2 は、大地（海水）の影響が詳細に考慮されておらず、電波の見通し外に

おける近似ができない。そこで、ITU-R 勧告 P.526-15（資料 5-5 参照）によるモデルを用い、海水

の特性（導電率𝜎 =4 [S/m]、比誘電率ϵ𝑟 =80）を考慮した近似を行った。また、地球半径

𝑎 =6,371.25 [km]とし、標準大気（4/3 倍）における等価地球半径𝑎𝑒 =8,495 [km]として計算する。 

湾曲した地上表面とアンテナ間で結ぶ直線との最小となる h [m]を式(5)で求める。 

 
ℎ =

(ℎ1 −
𝑑1

2

2𝑎𝑒
) 𝑑2 + (ℎ2 −

𝑑2
2

2𝑎𝑒
) 𝑑1

𝑑
 

（5）  
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ここで、𝑑1、𝑑2 [m]とそれに付随する各パラメータは式(6)から式(10)で表される。 

 𝑑1 =
𝑑(1 − 𝑏)

2
 （6）  

 𝑑2 = 𝑑 − 𝑑1 （7）  

 𝑏 = 2√
(𝑚 + 1)

3𝑚
cos (

𝜋

3
+

1

3
cos−1 (

3𝑐

2
√

3𝑚

(𝑚 + 1)3
)) （8）  

 𝑐 =
ℎ1 − ℎ2

ℎ1 + ℎ2
 （9）  

 𝑚 =
𝑑2

4𝑎𝑒(ℎ1 + ℎ2)
 （10） 

 

ゼロ回折損 hreq [m]の必要な距離を求める。 

 ℎ𝑟𝑒𝑞 = 0.522√
𝑑1𝑑2𝜆

𝑑
 （11） 

次に、手を加えた等価地球半径 aem を計算する。これにより距離 d における限界 LOS（Line of 

Sight）を得ることができる。 

 𝑎𝑒𝑚 = 0.5 (
𝑑

√ℎ1 + √ℎ2

)

2

 （12） 

 

ここで𝐴ℎは、近似式 4 に手を加えた等価地球半径 aem を使用した損失計算である。ℎは見通し

線の最低地上高 [m]であり、式(9)で表される。 

 𝐸 = 𝐸0 + (1 −
ℎ

ℎ𝑟𝑒𝑞
) 𝐴ℎ 

（13） 

ここで𝐴ℎは、見通し距離における減衰とアンテナ高による利得の和 [dB]であり、式(7)で表され

る（近似式 4 参照）。このとき、hは見通し線の最低地上高 [m]であり、式(5)で表される。ℎ𝑟𝑒𝑞はゼ

ロ回折損に必要な空間距離の高さ [m]であり、式(11)で表される。 

 

近似式 4： 

 𝐸 = 𝐸0 + 𝐹(𝑋) + 𝐺(𝑌1) + 𝐺(𝑌2) （14） 

𝐹(𝑋)は距離による減衰 [dB]、𝐺(𝑌1)、 𝐺(𝑌2)はそれぞれ、送信アンテナ高による利得 [dB]と受

信アンテナ高による利得 [dB]であり、式(15)から式(23)で表される。 

 𝐹(𝑋) = 11 + 10 log10 𝑋 − 17.6𝑋 （15） 

 G(Y) = 2 + 20 log10(𝐵 + 0.1𝐵3) （16） 

 B = 𝛽Y （17） 

 𝑋 = 𝛽 (
𝜋

𝜆𝑎𝑒
2

)

1
3

𝑑 （18） 
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5.3.  試験結果 

同一チャネル干渉検討と隣接チャネル干渉検討の結果は、共用可能な DU 比及び離隔距離と

なる。なお、干渉モデル想定 1 と干渉モデル想定 3 の隣接チャネル干渉は同じ値となるが、設置

場所や使用条件が異なることを考慮する。 

各表中の結果を以下に示す。 

 

結果 1 干渉モデル想定 1 

DU 比及び離隔距離を表 5.3-1 に示す。 

 

表 5.3-1  DU 比と離隔距離（隣接チャネル干渉検討） 

測定周波数 161.900 及び 161.925 MHz 

項目 

干渉モデル想定 1 

（隣接チャネル干渉） 

試験結果 

地上 VDE ASM AIS 

測定周波数 [MHz] 
161.800-

161.875 
161.950 161.975 

DU 比  [dB] 58.2 71.2 76.0 

ア
ン

テ
ナ

高
組

合
せ

 

30 m 10 m 0.27 0.11 0.06 

30 m 4 m 0.27 0.11 0.06 

10 m 4 m 0.27 0.11 0.06 

4 m 4 m 0.16 0.11 0.06 

送信側 

(船舶 C) 

受信側 

(船舶 A) 
離隔距離 [km] 

 

 

結果 2 干渉モデル想定 2 

表 5.3-2 の通信可能な距離の算出については、5.2.2.4 節の表 5.2-10 に記載されている通り最

も強い受信機入力電力が-111.6 dBm である。基準感度が-102 dBm のため、それよりも小さい入

力電力である。よって、干渉モデル想定 1 と同様の希望波を+20 dB とした点における測定で進め

ると、希望波-82 dBm に対して干渉波-111.6 dBm となるため全く問題のない環境となる。 

実際にはそのような状況となることは多々あると考えられるが、ここでは衛星 VDE より最大-

111.6 dBm が変動なく入力されたと考えた場合、そのときの影響を受け始めるまでの距離を算出

することとした。DU 比はシミュレーションにて 19.4 dB であることから、干渉波 -111.6 dBm より 19.4 

dB 高い電力、即ち-92.2 dBm より小さい希望波が入力されると、受信に影響を受けやすくなること

がわかる。このため、-92.2 dBm となる距離を求めたところ、表 5.3-2 の通りとなった。 
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表 5.3-2  DU 比と通信可能な距離（同一チャネル干渉検討） 

測定周波数 161.800 - 161.875 MHz 

項目 

干渉モデル想定 2 

同一チャネル干渉 

試験結果 

地上 VDE 

測定周波数 [MHz] 161.800-161.875 

DU 比  [dB] 19.4 

ア
ン

テ
ナ

高
組

合
せ

 30 m 10 m 35.4 

30 m 4 m 22.9 

10 m 4 m 12.3 

4 m 4 m 7.9 

送信側 

(船舶 B) 

受信側 

(船舶 A) 
通信可能な距離 [km] 

 

 

結果 3 干渉モデル想定 3 

離隔周波数は表 5.3-3 となる。 

 

表 5.3-3 DU 比と離隔距離（隣接チャネル干渉検討） 

測定周波数 161.900 及び 161.925 MHz 

項目 

干渉モデル想定 3 

（隣接チャネル干渉） 

試験結果 

ASM AIS 

測定周波数 [MHz] 161.950  161.975  

DU 比  [dB] 71.2  76.0  

ア
ン

テ
ナ

高
組

合
せ

 30 m 10 m 0.11 0.06 

30 m 4 m 0.11 0.06 

10 m 4 m 0.11 0.06 

4 m 4 m 0.11 0.06 

送信側 

(船舶②) 

受信側 

(船舶①) 
離隔距離 [km] 
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5.3.1.  試験結果の一般性確認 

試験結果の一般性確認として、数値計算による結果と比較した。試験及び数値計算の結果を

比較し同様の傾向が示される場合、試験結果を一般的な特性とみなすことができる。比較対象は、

同一チャネル干渉検討の結果及び隣接チャネル干渉検討の結果について各 DU 比と通信可能な

距離及び離隔距離とした。 

 

 数値計算 

周波数共用条件となる各 DU 比について、シミュレーションによる結果を記載する。通信可能な

距離及び離隔距離は、各 DU 比から算出される値である。 

 

計算結果 1 干渉モデル想定 1 

DU 比及び離隔距離を表 5.3-4 に示す。 

表 5.3-4  DU 比と離隔距離（隣接チャネル干渉検討） 

項目 

干渉モデル想定 1 

（隣接チャネル干渉） 

試験結果 

地上 VDE ASM AIS 

測定周波数 [MHz] 
161.800-

161.875 
161.950  161.975  

DU 比  [dB] 59.3  72.0  76.0  

ア
ン

テ
ナ

高
組

合
せ

 30 m 10 m 0.27  0.11  0.06  

30 m 4 m 0.27  0.11  0.06  

10 m 4 m 0.27  0.11  0.06  

4 m 4 m 0.16  0.11  0.06  

送信側 

(船舶 C) 

受信側 

(船舶 A) 
離隔距離 [km] 

 

計算結果 2 干渉モデル想定 2 

通信可能な距離は表 5.3-5 となる。 

表 5.3-5  DU 比と通信可能な距離（同一チャネル干渉検討） 

項目 

干渉モデル想定 2 

同一チャネル干渉 

試験結果 

地上 VDE 

測定周波数 [MHz] 161.800-161.875 

DU 比  [dB] 18.3 

ア
ン

テ
ナ

高
組

合
せ

 30 m 10 m 31.0  

30 m 4 m 21.8  

10 m 4 m 13.2  

4 m 4 m 7.3  

送信側 

(船舶 B) 

受信側 

(船舶 A) 
通信可能な距離 [km] 
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計算結果 3 干渉モデル想定 3 

離隔距離は表 5.3-6 となる。 

 

表 5.3-6  DU 比と離隔距離（隣接チャネル干渉検討） 

項目 

干渉モデル想定 3 

（隣接チャネル干渉） 

試験結果 

ASM AIS 

測定周波数 [MHz] 161.950  161.975  

DU 比  [dB] 72.0  76.0  

ア
ン

テ
ナ

高
組

合
せ

 30 m 10 m 0.12  0.07  

30 m 4 m 0.12  0.07  

10 m 4 m 0.12  0.07  

4 m 4 m 0.12  0.07  

送信側 

(船舶②) 

受信側 

(船舶①) 
離隔距離 [km] 
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(ウ) 干渉モデル想定 3 試験結果の比較 

数値計算の結果を表 5.3-9 に示す。 

 

表 5.3-9 離隔距離比較（隣接チャネル干渉検討） 

項目 

干渉モデル想定 3 

（隣接チャネル干渉） 

試験結果 数値計算 

ASM AIS ASM AIS 

測定周波数 [MHz] 161.950  161.975  161.950  161.975  

DU 比  [dB] 71.2  76.0  72.0  76.0  

ア
ン

テ
ナ

高
組

合
せ

 30 m 10 m 0.11  0.06  0.12  0.07  

30 m 4 m 0.11  0.06  0.12  0.07  

10 m 4 m 0.11  0.06  0.12  0.07  

4 m 4 m 0.11  0.06  0.12  0.07  

送信側 

(船舶②) 

受信側 

(船舶①) 
離隔距離 [km] 

 

表 5.3-9 の数値計算及び試験結果において、離隔距離はほぼ近い値を示しており、同様の傾

向であることから、いずれにおいても一般的な特性とみなすことができる。 

なお、関係するグラフは図 5.3-3 及び図 5.3-4 と同等である。 

 

 

 

 妥当性確認の結果 

5.3.1.2.節の結果より、数値計算の結果と試験の結果は同様の傾向となることが示された。よっ

て、本調査検討会で実施した試験の結果は一般的な特性とみなすことができる。 
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5.4.  衛星 VDE データ通信と既存データ通信の共用条件 

干渉モデル想定 1 である、衛星 VDE へのアップリンク通信時と既存データ通信が隣り合うチャ

ネルを使用する場合、試験で求めた各離隔距離について AIS や ASM は伝送速度が低く、変調方

式も地上 VDE と比較し単純化されており、いずれのアンテナ高の組み合わせであっても 60－120 

m 程度の近距離のときに影響が表れる結果となった。地上 VDE は、アンテナ高による離隔距離

の差異が表れている中で、最大 300 m まで離隔距離を取る結果となった。船舶同士が近くに寄る

ような状況下では、伝送速度や誤り訂正の選択により影響の緩和を図るなどの対処が有効であ

る。 

干渉モデル想定 2 のダウンリンク通信時において同一チャネルを使用した場合は、アンテナ高

による伝達範囲の違いが顕著に表れている。小型船を想定したアンテナ高 4 m では 7－8 km、ア

ンテナ高 30 m と 10 m の組み合わせでは 31－35 km の距離を離れると衛星の影響を受ける結果

となった。いずれのケースも見通し内で起こるため、伝送速度や誤り訂正の選択により影響の緩

和を図るなどの対処が有効である。しかし、同じ VDES のシステムにおいて同一チャネルを同時に

使用することを避けるため、お互いのスロット管理をしておくことを推奨する。 

干渉モデル想定 3 の同一船舶内における隣接チャネル干渉については、アンテナ間の距離を

確保するには大型船の全長に匹敵するため現実的ではない。同じ船舶内において使用する場合

は、お互いの放射指向性が干渉しない様に 2 つのアンテナを配置するなど装備の工夫で影響の

緩和が図れるが、お互いの送信スロットを管理することで干渉しないよう使用することが望ましい。 

ITU-R 勧告 M.2092-0 改正案 Annex 6 は、円滑にリソース共有を図ることについて記載してい

る。特に、地上と衛星 VDE 間のチャネル干渉については地上を優先とし、地上 VDE 使用中に同

じ周波数とスロットの使用を禁じている。 

このようにして、ITU-R 勧告 M.2092-0 改正案では周波数やスロットが管理される仕組みが導入

され、且つ受信状況を確認しつつ各局がスロットを利用する仕組みとなっており、衛星 VDE を含め

た運用が考慮されていることから、最新の ITU-R 勧告 M.2092 に従うことにより衛星 VDE との共

用は可能であると推察される。 
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第6章 VDES（衛星コンポーネント）の技術的要求条件 

既存データ通信無線設備について、第 4章及び第 5章で述べた技術的条件及び試験結果から

求めた周波数共用条件について示す。 

 

6.1.  VDES（衛星コンポーネント）の的確な社会実装に向けて 

これまでに挙がった課題と、その対応についてまとめると下記の通りである。 

 

(1) 実際の利用シーンや具体的ニーズに鑑みたシステム要求条件の明確化 

VDES（衛星コンポーネント）は、その有用性を最大限に実現する観点から、将来的に小型船舶

を含む全ての船舶に実装されることが望まれる。そのためには、簡易型の VDES（小型で扱いや

すく、無線従事者免許不要で、安価で導入しやすい等）の実現が期待され、かつ、船舶に設置す

るための簡易端末の開発・実用化も必要と思料される。 

そのため、今後の衛星 VDES に関する検討や実証においては、様々な船舶への応用性という

観点から、より多様で実践的な条件や用途を想定した取組・検討が求められる。 

また、その際、“アナログからデジタルへ” という我が国の DX 化の潮流を十分に念頭に置き、

衛星 VDES の導入・活用が海洋航行等の分野における DX 推進に顕著に貢献し得るという位置

づけの下で、官民問わず多様な関係主体が参画して必要な取組が進めれるべきである。 

 

(2) 他局とのデータ通信における共用検討 

試験結果から隣接チャネルで使用する場合、最大で 0.3 km の離隔距離が必要である。船舶の

長さが 250ー300 m 級の大型船舶が停止するために要する距離は 3.75ー6 km といわれており、

通常は 0.5 km以上の間隔が保たれている。よって、隔離距離が確保できることから共用可能と考

える。 

同一チャネルにおける干渉においては、小型船想定は約 7 km、大型と中型船間では約 31 km

の離隔距離となる。それ以上離れると衛星からの影響を受け始めることになるが、ITU-R 勧告

M.2092-0 改正案において、衛星 VDE と地上業務の共用については地上の通信が優先される仕

組みとなっているため、ITU-R勧告に従って運用することで安全に使用できる。 

 

(3) 自船内のデータ通信における共用検討 

同一船舶内の隣接チャネルによる干渉については、アンテナ間の距離を確保するには大型船

の全長に匹敵するため現実的ではない。 

同一船舶内にて使用する場合は、互いの送信スロットを管理することで干渉しないよう使用す

ることが望ましく、同勧告でも記載されていることから勧告に従うことで使用できる。 
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6.2.  周波数共用条件まとめ 

第 5 章で求めた試験結果から、周波数共用条件として各干渉モデルの離隔距離を示す。干渉

検討の諸元などについては 5.2節の試験方法を参照のこと。 

 

結果 1 干渉モデル想定 1 

DU比及び離隔距離について表 5.3-25の再掲として表 6.2-1に示す。 

各変調方式で比較すると、地上 VDE（変調方式 16QAM）の使用時が最も遠い距離 0.3 kmの距

離を確保する必要はあるが、6.1 節(2)で記載したように通常の運航では大きく船間距離を取るた

め、干渉の影響は少ないと考えられる。また、海岸局側も常に電波の状態を監視しており、適宜 

変調方式や伝送速度を変化させながら運用するため、周波数共用について問題ないと推察する。 

 

表 6.2-1  DU比と離隔距離（隣接チャネル干渉検討） 

項目 

干渉モデル想定 1 

（隣接チャネル干渉） 

試験結果 数値計算 

地上 VDE ASM AIS 地上 VDE ASM AIS 

測定周波数 [MHz] 
161.800-

161.875 
161.950  161.975  

161.800-

161.875 
161.950  161.975  

DU比  [dB] 58.2  71.2  76.0  59.3  72.0  76.0  

ア
ン
テ
ナ
高
組
合
せ

 30 m 10 m 0.27  0.11  0.06  0.30  0.12  0.07  

30 m 4 m 0.27  0.11  0.06  0.30  0.12  0.07  

10 m 4 m 0.27  0.11  0.06  0.30  0.12  0.07  

4 m 4 m 0.16  0.11  0.06  0.16  0.12  0.07  

送信側 

(船舶 C) 

受信側 

(船舶 A) 
離隔距離 [km] 

 

 

結果 2 干渉モデル想定 2 

DU比及び離隔距離について表 5.3-26の再掲として表 6.2-2に示す。 

衛星 VDE からダウンリンクによる干渉を受けている状況下において、地上 VDE のデータ通信

を同一チャネルで実施した場合の離隔距離は表 6.2-2 となる。衛星から届く電界強度は弱く、通

常通りアンテナが高くなるに従って遠い距離まで通信することが可能である。最新の ITU-R 勧告

M.2092 に示される運用を守る（地上の通信が優先である）ことで衛星との通信と、地上の通信の

住み分けができており、周波数を共用することは可能と推察する。 
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表 6.2-2  DU比と離隔距離（隣接チャネル干渉検討） 

項目 

干渉モデル想定 2 

（同一チャネル干渉） 

試験結果 数値計算 

地上 VDE 地上 VDE 

測定周波数 [MHz] 
161.800-

161.875 
161.975  

DU比  [dB] 19.4  18.3  
ア
ン
テ
ナ
高
組
合
せ

 30 m 10 m 35.4  31.0  

30 m 4 m 22.9  21.8  

10 m 4 m 12.3  13.2  

4 m 4 m 7.9  7.3  

送信側 

(船舶 B) 

受信側 

(船舶 A) 
通信可能な距離 [km] 

 

 

結果 3 干渉モデル想定 3 

DU比及び離隔距離について表 5.3-27の再掲として表 6.2-3に示す。 

同一船舶内における干渉について、離隔距離の算出条件は干渉モデル想定１と同様であるた

め、表 6.2-1 と同様の結果である。表 6.2-3に示す距離以上を確保する必要があるが、大型船舶

でも 100 m 以上を確保するには船の船首と船尾ほど離す必要があること、またアンテナの取り付

け箇所は限られていることから現実的ではない。ITU-R 勧告 M.2092 に示される運用を守る（AIS

や ASM が優先、衛星 VDE のリソース割当を共有する等）ことで干渉が防止でき、周波数を共用

することは可能と推察する。 

 

表 6.2-3  DU比と離隔距離（隣接チャネル干渉検討） 

項目 

干渉モデル想定 3 

（隣接チャネル干渉） 

試験結果 数値計算 

ASM AIS ASM AIS 

測定周波数 [MHz] 161.950  161.975  161.950  161.975  

DU比  [dB] 71.2  76.0  72.0  76.0  

ア
ン
テ
ナ
高
組
合
せ

 30 m 10 m 0.11  0.06  0.12  0.07  

30 m 4 m 0.11  0.06  0.12  0.07  

10 m 4 m 0.11  0.06  0.12  0.07  

4 m 4 m 0.11  0.06  0.12  0.07  

送信側 

(船舶②) 

受信側 

(船舶①) 
離隔距離 [km] 
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6.3.  技術的パラメータ 

衛星 VDE について、ITU-R 勧告 M.2092-0 改正案にて定められた衛星 VDE の技術的条件に

ついて変調方式及び帯域幅毎に示す。 

 

衛星 VDEの国際規格について、表 6.3-1に示す。 

表 6.3-1 衛星 VDEの技術特性（アップリンク） 

送信帯域幅 50 kHz 

変調方式 QPSK/CDMA PI/4 QPSK 8PSK 16QAM 

電波の型式 G1D G1D G1D G1D 

伝送速度 4.2 ksps 33.6 ksps 36 ksps 56.4 ksps 

空中線電力 12.5 W 11 W 10 W 6 W 

 

 

表 6.3-2 衛星 VDEの技術特性（ダウンリンク） 

送信帯域幅 50 kHz 100 kHz 150 kHz 

変調方式 
BPSK 
/CDMA 

BPSK 
PI/4 
QPSK 

8PSK 
BPSK 
/CDMA 

BPSK 
/CDMA 

電波の型式 G1D G1D G1D G1D G1D G1D 

伝送速度 4.2 ksps 33.6 ksps 33.6 ksps 33.6 ksps 36 ksps 56.4 ksps 

空中線電力 pfdマスクによる 

 

 

表 6.3-3 衛星 VDEの送受信機のパラメータ 

送信帯域幅 50 kHz 

送信機 
隣接チャネル電力 

0 dBc は平均電力時 

0 dBc 

(|Δfc| < 25 kHz) 

−25 dBc 

(25 kHz =< |Δfc| < 37.5 kHz) 

−70 dBc 

(37.5 kHz =< |Δfc| < 125 kHz) 

受信機 
隣接チャネル選択度 記載なし 

感度 記載なし 
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資料 1 調査検討会設置要綱 

 

衛星を活用した VHF データ交換システム（VDES）の導入による 

海上無線通信の高度化に向けた調査検討会 

設置要綱 

 

１ 目的 

船舶に搭載されている無線通信機器は、デジタル通信技術の活用によるデータ通信等の高度

化へ対処するため、国際的な海上移動業務の無線周波数である 150MHz 帯におけるアナログ音

声用の周波数の一部を「VHF データ交換システム（VDES:VHF Data Exchange System）」として利

用することが世界無線通信会議（WRC-15）において決定され、我が国においてもこの導入に向け

た関係の制度が平成 30年 7月に整備されたところである。 

今般、この VDES について、地上に加えて衛星でも利用可能とするための新たな周波数を二次

業務として分配することが WRC-19 において合意され、陸上と船舶との間又は船舶相互間に加

え、船舶と衛星との間においてもデータ通信を活用することが可能となった（以下、「VDES（衛星コ

ンポーネント）」という。）。これにより、航行の安全の確保だけでなく各種業務の効率化など通信

の高度化の実現や海上における人命の安全の向上などが期待されている。 

このため、この VDES（衛星コンポーネント）として追加された電波利用について、その新たな

ニーズとこれに対応したシステム運用形態、及び他の電波利用との周波数共用条件等、国内制

度化を視野においた技術基準策定の礎となる技術的要求条件の導出を目的とし、総務省北海道

総合通信局に「衛星を活用した VHF データ交換システム（VDES）の導入による海上無線通信の

高度化に向けた調査検討会」を設置する。 

 

２ 調査検討事項 

（１） VDES（衛星コンポーネント）に関する利用ニーズ、システムとしての要求条件等 

（２） VDES（衛星コンポーネント）と他の無線通信業務との周波数共用条件 

（３） （１）及び（２）を踏まえた技術的要求条件 

 

３ 調査検討会の設置及び運営 

（１） 調査検討会の構成員は別紙のとおりとする。 

（２） 調査検討会に座長及び副座長を置き、総務省北海道総合通信局長が予め指名する。 

（３） 座長は、調査検討会を招集し主宰する。 

（４） 座長は、必要に応じ構成員以外の関係者の出席を求め意見を聞くことができる。 

（５） 副座長は座長を助け、座長不在時にその職務を代行する。 

（６） 座長は、必要に応じ専門的な検討を行うための作業班を置くことができる。 

（７） 作業班に属すべき構成員及び当該事務を掌理する主査は座長が指名する。 

（８） 調査検討会及び作業班は、遠隔操作等の方法により開催することができる。 

（９） やむを得ない事情がある場合、構成員は座長の承認を得て代理の者を調査検討会に 

出席させることができる。 
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（１０） その他、本調査検討会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。 

 

４ 議事等の公開 

（１） 調査検討会は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより当事者若しくは

第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害する恐れがある場合、その他の座長が必要

と認める場合については、非公開とする。 

（２） 調査検討会で使用した資料、及び議事要旨については原則として総務省北海道総合通

信局のホームページに掲載し公開する。ただし、公開することにより当事者若しくは第三者の

権利若しくは利益又は公共の利益を害する恐れがある場合、その他の座長が必要と認める

場合については、非公開とすることができる。 

 

５ スケジュール 

本調査検討会はその設置の日から令和３年３月までの間、開催する。 

 

６ 事務局 

調査検討会の事務局は、総務省北海道総合通信局無線通信部電波利用企画課に置く。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年１１月１３日から施行する。 

 

別紙： 構成員名簿 

後掲のとおり。 
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別紙： 構成員名簿 

 

構 成 員 

（五十音順、敬称略） 

氏  名 所  属 

大鐘
おおがね

 武雄
た け お

 北海道大学 大学院情報科学研究院 教授  

川久保
か わ く ぼ

 盛二
せ い じ

 八重洲無線（株） 執行役 第二技術部 部長 

笹森
さ さも り

 崇
たか

行
ゆき

 北海学園大学 工学部 電子情報工学科 教授 

菅原
すがわら

 隆志
た か し

 北海道総合通信局 無線通信部長 

杉野
す ぎ の

 伸
しん

治
じ

 アイコム（株） 第６設計部 海洋技術課 技師 

田北
た き た

 順二
じゅんじ

 (一社）全国船舶無線協会（水洋会部会） 事務局長 

中川
なかがわ

 裕康
ひろやす

 古野電気（株） 舶用機器事業部 営業企画部 規格検定課 課長 

野口
の ぐ ち

 英
ひで

毅
き

 海上保安庁 交通部 企画課 国際技術開発室 専門官 

開
ひらき

  敏之
としゆき

 新日本海フェリー（株） 取締役 海務部長 

宮寺
みやでら

 好男
よ し お

 日本無線（株） マリンシステム事業部 企画推進部 事業企画グループ 課長 

渡辺
わたなべ

 忠一
ただいち

 （公財）笹川平和財団 海洋政策研究所 特別研究員 

オブザーバー参加 

柳川
やながわ

 延之
のぶゆき

 北海道機船漁業協同組合連合会 代表理事専務 
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資料 2 作業班の設置について 

 

作業班の設置について 

 

１ 目的 

本調査検討会の検討事項である、VDES（衛星コンポーネント）と他の無線通信業務との周波数

共用条件、及び VDES（衛星コンポーネント）の技術的要求条件を取りまとめるため、本調査検討

会設置要綱 第３（６）に基づき、本調査検討会の下に作業班を設置する。 

 

２ 作業班で扱う検討事項 

⚫ VDES（衛星コンポーネント）利用に係る近年の海外動向等の調査 

⚫ VDES（衛星コンポーネント）の有力な利用シーン・ニーズの調査（必要に応じ当事者ヒアリン

グ等実施） 

⚫ VDES（衛星コンポーネント）のシステム要件条件の調査及び検討 

⚫ VDES（衛星コンポーネント）と既存業務との周波数共用条件の技術的検討 

⚫ 上記の検討結果を踏まえた VDES（衛星コンポーネント）の技術的要求条件の検討 

 

［第１回会合］具体的な調査検討方針・項目の確認 

［第２回会合］上記事項に係る調査検討結果の確認① ⇒ 第２回調査検討会への中間報告 

［第３回会合］第２回調査検討会及び上記調査検討結果の確認② ⇒ 第３回調査検討会への

最終報告 

 

３ 作業班の体制 

作業班の体制は調査検討会構成員及びその所属組織の中から選定し以下のとおりとする。 

なお、必要に応じ、これ以外の構成員からの参加を妨げない。 

（敬称略） 

氏  名 所   属 

笹森 崇行 北海学園大学 工学部 電子情報工学科 教授 

今田 吉彦 日本無線株式会社 マリンシステム技術部舶用通信グループ長 

川久保 盛二 八重洲無線株式会社 執行役 第二技術部部長 

杉野 伸治 アイコム株式会社 第６設計部海洋技術課 技師 

中川 裕康 古野電気株式会社 舶用機器事業部 営業企画部 規格検定課長 

川口 浩則 北海道総合通信局 電波利用企画課長 

 

４ 作業班の運営 

（１） 主査は作業班を主宰し、検討事項にかかる審議取りまとめを行う。 

（２） 作業班の運営事務局は（請負業者）が担い、審議スケジュール管理、開催案内その他必

要な事項の連絡を行う。 

（３） 作業班の開催はメール又は web ツールによるリモート形式によることを基本とする。 
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資料 4 利用シーン・ニーズ調査 

 

実施時期： 令和3年1月13日（水）～1月19日（火）

実施方法： アンケート回答者のうち４名に対しウェブヒアリング形式で実施

対象者
氏名

（敬称略）

１．船舶による衛星VDES利用が期待されるシーン（有力な活用現場・用途）
２．衛星からのブロードキャストによる提供
がメリットを生む情報

３．衛星利用システムに対する使用上の懸念
や機能面での要望

４．衛星VDESの利用シーン・ニーズに関して
参考となる先行事例（海外の取組等）

５．１～４に関連した、我が国での衛星VDES（端末

側地上局に限る）の整備に係る情報や提案など

渡辺 忠一

⚫海事・海洋向けの中速度業務用IoT衛星通信として活用される以下のような潜

在的ニーズを有する。
１）領海外：「協調航法」に利用（小型船舶を含めた安全安心確保）①衝突回避の
為の針路確認：安全情報交換（言語翻訳を含む）、針路予定情報交換。②航行警
報情報共有：ヒヤリ・ハット情報（漁網位置、流木、浅瀬等）を船舶から発信し共有
する。
２）領海外：航行警報情報の放送（特にNAVAREA-XI海域、領海外向け）
３）漁場（携帯通話域外）：漁協・漁船間の操業情報デジタル通信、沖合と家族の
間のメール交換。
４）漁場：スマート漁業の為の、海洋情報収集・送信（リアルタイム通信）を行い、
漁場予測情報を受信する。また、漁船位置情報を産地証明や食の安全安心に係
る情報提供に利用する。
５）全海域：危険航海警報に使用（AISで位置情報を定期的に送信し、座礁・衝突
等の危険が予測される場合に、VDES経由で警報を発信する。レジャー船・漁船を
含む）
６）全海域：船舶（デジタルシップ）のエンジン等の監視。
７）領海外：無人船時代の小型船舶向け安心情報の提供。
８）全海域：荷物追跡・・・海運企業にメリット
９）全海域：無人船の監視用回線のバックアップ回線（回線断の船舶のみ対象。高
速回線が途絶えるなどのトラブル等が発生したときに備えたワンショット・コマンド
として利用等）
⚫貴重な帯域を有効活用するには、少なくとも当面は業務用に特化して活用する

ことが有効と思料する。

⚫下記が挙げられる。

１）航行警報に関わる情報―水面、水中の状況・状態に
関する情報等―の共有（協調航法に利用。漁網位置、
流木・藻、浅瀬等の情報他）
２）燃費改善のための海流データ。
３）漁場予測データ（例：目当ての魚がたくさん獲れそう
なエリア）
４）海図更新情報（現実には古い海図を頼りに航行して
いる船舶はゼロではないと思料され、事故につながりや
すい。そこを自動更新（または更新情報の送付）ができ
れば安全増進につながる。）
５）産地証明の為の信号
⚫これらの情報がメリットを十分に生むには、衛星VDES

の活用を小型船舶にまで広げることが必要であり、その
ためには簡易型衛星VDES端末の開発・導入が有効。

⚫本調査では、小型船舶搭載VDES端末（「簡易型衛星

VDES端末」）の技術的な開発・利用を可能とする検討を、

通信条件面で進めていただきたい。

⚫第1回検討会にて「今回、特に干渉関係を検討いただけ

る点に期待している。どの程度のアベイラビリティがある
のかをお示しいただき、利用面からプッシュしていただき
たい」と発言しており、この点の検討をぜひ進めていただ
きたい。

⚫国には、衛星VDES利用に関する用途認可、サービス提

供主体認可、公と私の領域区分、標準化等を行う体制と
制度的枠組みの整備を進めていただきたい。国際ジョイ
ントベンチャー形式や、民間利用分野での電気通信事業
者認可のあり方等に関する検討が行われるとともに、
「VDES衛星」の運営（コスト回収を含む）が可能な課金体

系が早く提示されることを期待する。

⚫下記の動きに注目している。

１）ノルウエイのNorsat-2。NORSAT-2衛星は、NORSATか

らESA（欧州宇宙機関）通信部会に提案し実現したもの

で、ESA関係国（イギリス、ドイツ、イタリア、スペイン、オ

ランダ他）でも通信実験が行われIEEE他論文が多数投

稿されている。また、オーストラリアでもNorsat-2を利用し

た通信実験が実施されている。

２）事業化に関し、2020年8月にSaab他がVDES衛星2機

の打上げ計画発表。デンマークはVDES Alliance（衛星コ

ンステレーション60機）の計画を2020年9月に発表。

（AIS・VDES衛星と並行して、SIGINT衛星開発のフォロー

が重要と考える。）なお、衛星は、①小型衛星コンステ

レーション、②ソフト定義型送受信機による広帯域の研

究開発が盛ん。

３）船舶端末関係は、Kongsberg、Saab（R60）他が既に製

品を開発・販売している。

４）議論、専門家会議としては、IALA、IMO、ITU等が中心

で活動中。国内では、笹川平和財団（海洋政策研究所）
が「衛星VDES委員会」の活動中。

⚫下記の提案をしたい。

１）「簡易型衛星VDES端末」の無線従事者免許を不要

にするための施策の検討

２）現行の漁網AIS発信機を我が国で利用可能とする移

行計画を策定し関係規則見直し（AMRD導入まで並行し

て利用可能となるような施策）

⚫これらの対応は、ヒヤリ・ハット情報の共有という意味

でも大切であるし、VDESの本格的普及・定着の前段で

のAISなど関連スキームの導入促進という点でも重要。

田北 順二

⚫商船向けには航行関連情報の放送、サーチ＆レスキュー関係、航路等の航海

情報の送信・受信等。商船の場合、航行の安全に役に立つかどうかが最も重要な
観点である。

⚫漁船向けには漁網の位置や、周囲にどのような漁船がいるか等の用途がある。

⚫プレジャー関係はインターネット同様の使い方になり、沿岸を航海することが多い

ことから衛星まで使うシーンは少ないであろう。

⚫衛星VDESは多くの船に情報を迅速に渡せることがメリットである。通信手段は衛

星の他にも多くあるが、無線機の受信状態によっては安定に受信できないことも
ある。衛星を経由すると比較的確実に情報が伝わるメリットがある。

⚫気象、海象、航行の安全に関する情報が提供されれば

有効に活用できる。

⚫漁船向けには、水温等を含めた一般的な海象情報が

得られるのがよいだろう。

⚫電子海図情報表示装置（ECDIS）は、電子海図（ENC）が

最新にアップデートされている必要がある。衛星経由で
電子海図を自動アップデートすると仮定した場合、データ
容量の問題、通信料金の負担等への影響が出てくる。
海図のバージョンをチェックして、古い場合はポップアップ
でワーニングを出すだけでも効果はあり、その場合はさ
ほどの容量は必要ない。

⚫通信回線が大容量のやり取りに耐えうるか、通信コスト

が見合うかが懸念。

⚫AISの技術を使っているため、完全な互換性を持つシス

テムにできるのかも懸念する。船舶に搭載している機器
とのインターフェースが重要。VDESのデータをECDISの大

画面に表示したり、グラフィカルに表示したりできるか。今
後のITU-Rの勧告、機器の検定試験の規格に注目する必

要がある。

⚫機器の構成がブラックボックスになれば操作部分、表示

部分がなくなりコストが下がるが、現状のAISをそのまま

取り込む場合はコストが上がる。ユーザーが望むことが
VDESで実現できるかがキーになる。VDESの機器はコスト

を下げて提供しなければユーザーからは受け入れられに
くい。

⚫特殊な分野での情報のため、あまりオープンになって

いないと見受ける。新たな情報として入手したものはな
い。

⚫関連するITU-Rの勧告や、日本が中心となりIMOに提

案しようとしているSOLAS条約の改正（VDESを搭載すれ

ばAISと同等とみなす）とも関係してくる。これらを反映し

た国内の制度整備を行っていく必要がある。

開 敏之

⚫携帯電話のエリアから離れた海域では衛星経由で電波を取ることに制限がある

ため、衛星VDESにより様々な情報が簡単に取れるようになればメリットはある。

⚫船舶電話以外の通信手段を持つことで、海難発生時の陸上との連絡において

安全性が高まる。バックアップ回線としての活用のほか、海難やテロの際、海上保
安庁等と直接連絡を取れるようになれば有効であろう。

⚫商業的な利用の余地があれば、乗客が船内で過ごす間のインターネット接続な

どへの活用シーンは考えられる。

⚫海象、気象情報が最重要。予報と実際の海象がどの

程度異なるのか、予報より急激に悪くなっていないかと
いった情報が実測データとして得られると有効。

⚫現状、気象予報データの取得にはタイムラグが生じる

ため、リアルタイムに状況がわかる手段があると有効に
活用できる。

⚫特別な装置が必要になるのか、現状のVHFのシステム

をそのまま活用できるのかを懸念する。費用面での負担
が大きいと導入に二の足を踏むところがでてくる。現状の
装置を使えるのが理想的。

⚫データがどのようにディスプレイされるのかも重要なポイ

ント。図や絵などグラフィカルな表示がされるとよい。

⚫特になし

⚫導入時の費用面の補助等、不明な点が多いため

様々な情報を提供いただきたい。

⚫漁船やプレジャーボートにも広く浸透するように、設備

導入のための支援制度にも力を入れていただき、小さ
な船にも浸透するよう検討いただけるとよい。

野口英毅

⚫海上安全情報をGMDSSに備えられているEnhanced Group Calling（EGC）等で、

VHF海岸局の届かないところに放送する通信衛星として用いるのが最もやりやす

い。

⚫気象観測データ、海象データが送れるようになるだろう。

⚫捜索救難の利用としては、捜索計画を作る場合等、海図上に図形で船や飛行

機の航路情報を送りやすい。ただし、緊急時（遭難時のサーチ＆レスキュー等）は
音声通信がメイン。デジタルデータ通信はデータの打ち込み、表示、それを見て情
報を打ち込み返す手間が発生する。それらを定型化してワンクリックで送信できる
ようになる可能性は考えられる。
⚫送信、受信はVDESで可能だが、それを映し出すヒューマンマシンインターフェー

スとなるナビゲーショナルディスプレイである電子海図情報表示装置（ECDIS）の問

題がある。IHO（国際水路機関）では、次世代の電子海図基準となるS-124等で海

上安全情報を送るよう計画しており、IALA（国際航路標識協会）でも航路標識情報

のS-201がある。将来、これらの基準で情報をデジタルデータ化する際、データ量が

膨大になる問題があるため、これらの問題を解決する必要が出てくる。

⚫海上安全情報をレーダーやECDISに視覚的に表示でき

ることがデジタル化のメリット。さらに、ビッグデータとして
蓄積したデータから分析や解析ができる二次的な利用
の面でもメリットがある。

⚫北極海の航路では測量が十分になされていない。北

極海を航行する船舶から、水深を自動的に1時間に1回

程度の頻度で送り、データとして取り込めば将来的にメ
リットが出てくると思われる。

⚫情報が視覚化される際にどこでどう表示するか、それを

どう読み取るかが課題。

⚫視覚化のための画面については、ブジッジにあるツー

ルではレーダー、ECDIS、統合航海装置の画面になるだ

ろう。それ以外に専用の情報画面が将来出てきてもよ
い。

⚫衛星を誰が運用しその費用をどう分配するか、地上波と

の共用に係る利用頻度等の課題がある。受信面では、
広い範囲で船のVDES局からの電波を拾いきれるかという

問題も出てくる。衛星が増えれば、隣の衛星との干渉の
問題も出てくる。

⚫最終的には課金の問題がユーザーにとっての最大の

関心事。

⚫船と船会社でデータを送る時など、1対1で通信をする場

合は秘匿性が求められ、暗号化が必要になってくる可能
性もある。

⚫ノルウェーは北極海を中心に衛星を運用し、アイスマッ

プを送ることを想定している。海上安全情報に近いもの
を考えているようだ。

⚫地上系のVDESも利用も検討する必要がある。

⚫安全だけでなく漁場の情報等、経済に利するような

使い方も必要になってくるであろう。

⚫SOLAS条約では300トン以上の船舶には衛星AISの搭

載が義務づけられている。AISの機能はVDESの中にも

あるため、VDESが使えるようになれば、船が自発的に

VDESを積むことによる経済的メリットが出てくるだろう。

現在、ノルウェー、シンガポールと共同で、SOLAS条約

に対しVDESを搭載すればAISと同等とみなす改正を提

案している。また今後は第4章のGMDSSの近代化の中

で、海上安全情報通信でのデジタル化の話も出てくる
だろう。

【シーン・ニーズ資料】VDES利用ニーズ、活用シーンについてのヒアリング結果
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実施時期： 令和2年12月15日（火）～12月23日（水）

実施方法： ウェブアンケートにより簡易アンケートを実施

（※）ヒアリング実施対象者

回答者
氏名

（敬称略）

本調査開始前に、衛
星VDESというシステ

ム自体をご存じでし
たか？

本調査開始前に、国内
外で衛星VDES導入の動

きがあることをご存じ
でしたか？

船舶による衛星VDES利用は、どのようなシーン（現

場・用途）に適しているとお考えですか？ アイデ
アベースでも結構ですのでご回答ください。

システムユーザーの立場に立ったとき、衛
星からのブロードキャストでの提供が大き
なメリットを生む情報として、どういった
情報が考えられますか？

衛星利用という点に伴って発生する課題と
して、どういった課題が想定されますか？

わが国での取組に当たり参考と
すべき他国の情報（具体的な取
組や政策的対応等）があれば、
概略をご紹介ください。

衛星VDESの利用促進・課題解決のために必要な政策

的対応について、ご意見をお書きください。

渡辺 忠一
（※）

はい。 はい。

第一回研究会時にご説明させて頂いた内容と一部重複いたしま
すが、下記の通り箇条書きで記載させて頂きます。  １）領海外；
航行警報情報の情報共有（協調航法に利用。漁網位置、流木、
浅瀬等の情報を船舶から海岸地球局に送信することで、情報を
共有する）  ２）領海外； 航行警報情報の放送（特にNAVAREA-
XI海域、領海外向け）  ３）漁場（携帯通話域外）： 漁協・漁船間
の操業情報デジタル通信、沖合と家族の間のメール交換。  ４）
漁場： スマート漁業の為の、海洋情報収集・送信（リアルタイム
通信）を行い、漁場予測情報を受信する。また、漁船位置情報を
産地証明に利用する。  ５）全海域： 危険航海警報に使用（AIS
で位置情報を定期的に送信し、座礁・衝突等の危険が予測され
る場合に、VDES経由で警報を発信する。レジャー船・漁船を含
む）  ６）全海域： 船舶（デジタルシップ）のエンジン等の監視。
７）領海外： 無人船時代の小型船舶向け安心情報の提供。
８）全海域： 荷物追跡。    ９）全海域： 無人船の監視用回線
のバックアップ回線（回線断の船舶のみ対象）  （注： 詳細説
明、参考図は、下記の海洋政策学会研究発表（渡辺他）を参照
下さい。）
https://oceanpolicy.jp/jsop/1top/%E7%AC%AC12%E5%9B%9E%E
5%B9%B4%E6%AC%A1%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E8%B3%87%E6%
96%99.pdf

１）航行警報情報の情報共有（協調航法に利用。漁
網位置、流木、浅瀬等の情報他）  ２）燃費改善のた
めの海流データ。  ３）漁場予測データ  ４）海図更新
情報

１）衛星整備費用の負担をどの様なビジネスモデル
で回収するか。  ２）衛星は広域通信が可能の為、
逆に混信が多くなり、呼損が発生する可能性が大き
くなる。  ３）世界どこでも共通に、常時利用できるか
（アベイラビリチィ）  ４）地上VDES、海外の防空レー
ダー等の干渉が原因の通信断。

１）東シナ海では、アリババ通販でAIS
発振器を販売しており、漁網等に取り
付けて活発に利用している（規則違反
の通信装置であるが）  ２）中国では
AIS装置を標準装備させる政策を取っ
ていると聞く。  ３）デンマークのVDES
Alliance（衛星コンステレーション）で
は、政府から補助金が支出され、戦略
的整備を計画。  スエーデンSaabの
VDES衛星計画には、軍関係利用も含
まれる。

１）小型船舶（漁船、レジャー船）、内航船を含めて、全船舶装備
とするための政策。 本件に関しては、第一回研究会にてご依
頼の通り、下記検討をお願い致します。  ①小型船舶搭載可能
な衛星VDES端末の無線従事者免許を不要とするための政策対
応。  ②上記①が可能となる小型船舶搭載端末仕様の検討（送
信出力、アンテナ利得を含む回線設計）、  ③上記①を前提とし
た、回線利用率（呼損）の向上に必要な施策  ④WRC-19の衛
星VDES周波数認可は、二次業務となっているが、安全に関わ
る通信利用のために一次業務への変更。また、将来の利用拡
大時の周波数拡張に向けた前広な準備（変更対応が容易な端
末の整備等）    ２）衛星コストの負担を公的利用・民間利用の
デュアルユースで回収する制度の検討・整備（電気通信事業者
によるサービス可能性検討他）  ３）海外VDES衛星を自国同様
に利用できるようなローミングサービスに向けた政策展開。

田北 順二
（※）

衛星VDESについては存じ
ております。2～ 3年前か
ら関連の委員会、検討会
で衛星VDESの説明があり
ました。

総務省関係の委員会、検討
会でITU-R等の動向に関連
した内容で説明があり、存じ
ておりました。

前回の検討会で総務省殿からご説明のありました海上安全情
報(MSI)の放送、捜索救助(SAR)通信、航海情報（航路等）情報
通信へ利用できるものと考えます。

上記質問３の海上安全情報(MSI)以外には、気象、
海象情報もユーザーにとっては有益と考えます。

衛星利用の場合は、VHF等の通信手段との比較で、
通信費の増大が課題になると思います。

特に、ございませんが、第１回目の検討
会で紹介のあった欧米等での取り組み
が参考になると思います。

衛星VDESの利用促進のためには、ユーザーへの衛星VDESの
メリットの啓蒙活動と何らかの費用負担面の補助が必要と思い
ます。

開 敏之
（※）

全く知りませんでした。 全く知りませんでした。 陸岸から離れた海域での高精度の航海参考情報の入手 荒天時の実測海象データ（波高等） 専用の機器の整備費用 特にありません
設備費用の補助、色々な情報を持つ機関等との連携、有用な情
報の提供を受けること

野口英毅
（※）

知っていた。 知っていた。

低・中速度通信であることから、海上安全情報等のEGC放送、ま
た、AISの補足情報通信に適している。また、低・中速度通信で
頻度の多くない通信、例えば、気象・海象観測データの通信にも
利用可能。

これまで、中短波で受信しなければならないMSI情
報等をデジタルで視覚化できる点

課金の問題、地上波との共用に係る利用頻度の課
題（衛星数とも関連）

ノルウェー、デンマーク等の北欧で研究
が盛んです。特にノルウェーはすでに
衛星を運用していますので、今後の彼
らの利用想定等を知れば、参考になる
と思います。

衛星のみではなく、VDES全体の利用促進と合わせた政策が必
要であり、特に海岸局の整備が必要と思います。

川久保 盛二 知っていました。 知っていました。
衛星を経由する事により、今まで通信が届かなかった遠距離で
船舶の運航情報の通信が可能になり、海難救助などに生かせ
ると思います。

海上安全情報、航海情報、沿岸情報、船舶情報など
の提供。

地球全体を網羅させる為の衛星数の確保に時間が
かかるのではないか。  衛星運用費用の負担。

諸外国との連携、国際機関会合への参加。

中川裕康 存じておりました。 存じておりました。
A1海域外、（特に極海域）を航行する船舶とのデータ交換（MSI
などのデータ）。AISサービスエリア（通達）範囲の拡張（船舶ト
ラッキング範囲の拡張、LRITの代替利用）

水路通報／航行警報の放送（FAX/EGC/NAVTEXな
どに加えた補足手段として。）  GPS補足信号放送
（停波陸上局の代わり。GBAS?SBAS?）

妨害・スプーフィングへの対処。  可用性（衛星数、
通信可能時間）

将来ユーザに訴求するために既存システムと明確に差別化され
た用途を特定し提示。（盛り込みすぎるとぼやける。）    機器開
発や、実証実験実施への敷居を下げる。機器開発・実験環境整
備への援助。実験局開局手続き等を容易にする。開発・実験資
金調達・補助。特区の設定（離島など？実電波通信実験を実施
しやすい環境・場所）

道山 元 存じておりました。
ノルウェーが取り組んでいた
ことを存じておりました。

同じフォーマット形式での放送で、受信側でもそれが可能なら
ば、一般的なミニボートなどの小型船から、漁船、大型のコンテ
ナ船まで、利用可能と思います。

ECDISやPBや漁船のチャートプロッター上にグラフィ
カルな気象・海象・潮汐・潮流状況/予想図を重ねて
表示することが有効と思います。

ジャミングや海賊放送に使われる可能性の問題や、
VDESにおいて複数の認証された衛星プロバイダー
の出現により統一された技術基準の確定やインター
オペラビリティの確保に時間を要すること。  特に、海
の世界でセキュリティとセーフティ分野の境目が曖昧
になっている点に留意する必要があろうかと。

特になし。
先に日本が開発を完了させ、IMOやIMO-ICAO、IMO-ITU、WRC
などで早期に文書をライズする。そのためにも、複数の関係者間
で一つの組織体を策定する必要がありや。

大鐘武雄 いいえ いいえ

海洋ブイのデータを船舶が行い，収集したデータを衛星を利用し
てデータセンターに集約．海洋ブイが比較的安価になる可能性
があるかも？そうすれば今よりもっと多くのブイを設置できると期
待される

他の船舶，氷山などの位置情報．氷山は難しいとし
ても，船舶は自身の位置を正確に把握できるので，
レーダーで見つけにくい船舶も発見できる

帯域幅が限られるので，多数のユーザからの情報を
吸い上げる上り回線のアクセス制御方法が重要とな
る

設置許可が必要であれば，迅速に，かつ，低費用で行えること
でしょうか．

杉野 伸治
存じ上げておりませんでし
た。

存じ上げておりませんでし
た。

自国周辺海域や他国へ航行する日本の船舶の位置情報/行き
先などの情報を明確化できることで、遠くの場所からの海上安
全の支援に生かせると考えられます。

航行先の天候情報や周辺海域の危険船の有無をリ
アルタイムに得られると大きなメリットがあるのでは
ないかと考えます。

現時点でも既に発生している課題とは思いますが、
衛星システムが活発になるにつれて宇宙ゴミの問題
や衛星のメンテナンスがより大きな課題になるので
はないかと思われます。

存じ上げません。

システムが複数になると、ユーザーサイドも複数機のシステムが
必要となってしまいコスト的な負担となり、新システムへの利用
が進まないと考えます。従来システム(AISなど)から完全に移行
できるような道筋を立て、支援するような対応が必要ではない
かと考えます。

【シーン・ニーズ資料】VDES利用ニーズ、活用シーンについてのアンケート結果
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RECOMMENDATION  ITU-R P.526-15 

Propagation by diffraction 

(Question ITU-R 202/3) 

(1978-1982-1992-1994-1995-1997-1999-2001-2003-2005-2007-2009-2012-2013-2018-

2019) 

Scope 

This Recommendation presents several models to enable the reader to evaluate the effect of 

diffraction on the received field strength. The models are applicable to different obstacle types 

and to various path geometries. 

Keywords 

diffraction, irregular terrain, obstacles, knife-edge, aperture, screen 

The ITU Radiocommunication Assembly, 

considering 

that there is a need to provide engineering information for the calculation of field 

strengths over diffraction paths, 

recommends 

that the methods described in Annex 1 be used for the calculation of field strengths over 

diffraction paths, which may include a spherical earth surface, or irregular terrain with 

different kinds of obstacles. 

 

 

Annex 1 

1 Introduction 

Although diffraction is produced only by the surface of the ground or other obstacles, 

account must be taken of the mean atmospheric refraction on the transmission path to 

evaluate the geometrical parameters situated in the vertical plane of the path (angle of 

diffraction, radius of curvature, height of obstacle). For this purpose, the path profile has 

to be traced with the appropriate equivalent Earth radius (Recommendation ITU-R 

P.834). If no other information is available, an equivalent Earth radius of 8 500 km may 

be taken as a basis. 

2 Basic concepts 

Diffraction of radiowaves over the Earth’s surface is affected by terrain irregularities. In 

this context, before going further into the prediction methods for this propagation 

mechanism, a few basic concepts are given in this section. 

資料5-5 参考資料 
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2.1 Fresnel ellipsoids and Fresnel zones 

In studying radiowave propagation between two points A and B, the intervening space 

can be subdivided by a family of ellipsoids, known as Fresnel ellipsoids, all having their 

focal points at A and B such that any point M on one ellipsoid satisfies the relation: 

  
2

AB MBAM


+=+ n  (1) 

where n is a whole number characterizing the ellipsoid and n = 1 corresponds to the first 

Fresnel ellipsoid, etc., and  is the wavelength. 

As a practical rule, propagation is assumed to occur in line-of-sight (LoS), i.e. with 

negligible diffraction phenomena if there is no obstacle within the first Fresnel ellipsoid. 

The radius of an ellipsoid at a point between the transmitter and the receiver can be 

approximated in self-consistent units by: 
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or, in practical units: 
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where f is the frequency (MHz) and d1 and d2 are the distances (km) between transmitter 

and receiver at the point where the ellipsoid radius (m) is calculated. 

Some problems require consideration of Fresnel zones which are the zones obtained by 

taking the intersection of a family of ellipsoids by a plane. The zone of order n is the part 

between the curves obtained from ellipsoids n and n – 1, respectively. 

2.2 Penumbra width 

The transition from light to shadow defines the penumbra region. This transition takes 

place along a narrow strip (penumbra width) in the boundary of geometric shadow. Figure 

1 shows the penumbra width (W) in the case of a transmitter located a height, h, above a 

smooth spherical earth, which is given by: 
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= ea

w m (4) 

where: 

 :  wavelength (m) 

 ae: effective Earth radius (m) 



  

90 

 

FIGURE 1 

Definition of penumbra width 

 

2.3 Diffraction zone 

The diffraction zone of a transmitter extends from the LoS distance where the path 

clearance is equal to 60% of the first Fresnel zone radius, (R1), up to a distance well 

beyond the transmitter horizon where the mechanism of troposcatter becomes 

predominant. 

2.4 Obstacle surface smoothness criterion 

If the surface of the obstacle has irregularities not exceeding Δh, 

where: 

    3/12λ04.0 Rh =                 m (5) 

where: 

 R: obstacle curvature radius (m) 

  : wavelength (m); 

then the obstacle may be considered smooth and the methods described in §§ 3 and 4.2 

may be used to calculate the attenuation. 

2.5 Isolated obstacle 

An obstacle can be considered isolated if there is no interaction between the obstacle itself 

and the surrounding terrain. In other words, the path attenuation is only due to the obstacle 

alone without any contribution from the remaining terrain. The following conditions must 

be satisfied: 

– no overlapping between penumbra widths associated with each terminal and the 

obstacle top; 

– the path clearance on both sides of the obstacles should be, at least, 0.6 of the 

first Fresnel zone radius; 

– no specular reflection on both sides of the obstacle. 

2.6 Types of terrain 

Depending on the numerical value of the parameter h (see Recommendation ITU-R 

P.310) used to define the degree of terrain irregularities, three types of terrain can be 

classified: 

a) Smooth terrain 
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The surface of the Earth can be considered smooth if terrain irregularities are of the order 

or less than 0.1R, where R is the maximum value of the first Fresnel zone radius in the 

propagation path. In this case, the prediction model is based on the diffraction over the 

spherical Earth (see § 3). 

b) Isolated obstacles 

The terrain profile of the propagation path consists of one or more isolated obstacles. In 

this case, depending on the idealization used to characterize the obstacles encountered in 

the propagation path, the prediction models described in § 4 should be used. 

c) Rolling terrain 

The profile consists of several small hills, none of which form a dominant obstruction. 

Within its frequency range Recommendation ITU-R P.1546 is suitable for predicting field 

strength but it is not a diffraction method. 

2.7 Fresnel integrals 

The complex Fresnel integral is given by: 
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where j is the complex operator equal to –1, and C() and S() are the Fresnel cosine 

and sine integrals defined by: 
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The complex Fresnel integral Fc() can be evaluated by numerical integration, or with 

sufficient accuracy for most purposes for positive  using: 
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where: 

  x = 0.5 2 (9) 

and an, bn, cn and dn are the Boersma coefficients given below: 
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a0 = +1.595769140 b0 = -0.000000033 c0 = +0.000000000 d0 = +0.199471140 

a1 = -0.000001702 b1 = +4.255387524 c1 = -0.024933975 d1 = +0.000000023 

a2 = -6.808568854 b2 = -0.000092810 c2 = +0.000003936 d2 = -0.009351341 

a3 = -0.000576361 b3 = -7.780020400 c3 = +0.005770956 d3 = +0.000023006 

a4 = +6.920691902 b4 = -0.009520895 c4 = +0.000689892 d4 = +0.004851466 

a5 = -0.016898657 b5 = +5.075161298 c5 = -0.009497136 d5 = +0.001903218 

a6 = -3.050485660 b6 = -0.138341947 c6 = +0.011948809 d6 = -0.017122914 

a7 = -0.075752419 b7 = -1.363729124 c7 = -0.006748873 d7 = +0.029064067 

a8 = +0.850663781 b8 = -0.403349276 c8 = +0.000246420 d8 = -0.027928955 

a9 = -0.025639041 b9 = +0.702222016 c9 = +0.002102967 d9 = +0.016497308 

a10 = -0.150230960 b10 = -0.216195929 c10 = -0.001217930 d10 = -0.005598515 

a11 = +0.034404779 b11 = +0.019547031 c11 = +0.000233939 d11 = +0.000838386 

  



  

93 

 

C() and S() may be evaluated for negative values of  by noting that: 

  C(–) = – C() (10a) 

 

  S(–) = – S() (10b) 

3 Diffraction over a spherical Earth 

The additional transmission loss due to diffraction over a spherical Earth can be computed 

by the classical residue series formula. A computer program GRWAVE, available from 

the ITU, provides the complete method. A subset of the outputs from this program (for 

antennas close to the ground and at lower frequencies) is presented in Recommendation 

ITU-R P.368. 

The following subsections describe numerical and nomogram methods which may be 

used for frequencies 10 MHz and above. For frequencies below 10 MHz, GRWAVE 

should always be used. Section 3.1 gives methods for over-the-horizon paths. Section 

3.1.1 is a numerical method. Section 3.1.2 is a nomogram method. Section 3.2 is a method 

applicable for the smooth earth case for any distance and for frequencies 10 MHz and 

above. This utilizes the numerical method in § 3.1.1. 

3.1 Diffraction loss for over-the-horizon paths 

At long distances over the horizon, only the first term of the residue series is important. 

Even near or at the horizon this approximation can be used with a maximum error around 

2 dB in most cases. 

This first term can be written as the product of a distance term, F, and two height gain 

terms, GT and GR. Sections 3.1.1 and 3.1.2 describe how these terms can be obtained from 

simple formula or from nomograms. 

3.1.1 Numerical calculation 

3.1.1.1 Influence of the electrical characteristics of the surface of the Earth 

The extent to which the electrical characteristics of the surface of the Earth influence the 

diffraction loss can be determined by calculating a normalized factor for surface 

admittance, K, given by the formulae: 

in self-consistent units: 
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and 
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or, in practical units: 
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2/1

22 )/00018( fKK HV +=  (12a) 

where: 

 ae : effective radius of the Earth (km) 

 ε : effective relative permittivity 

 σ : effective conductivity (S/m) 

 f : frequency (MHz). 

Typical values of K are shown in Fig. 2. 

FIGURE 2 

Calculation of K 
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If K is less than 0.001, the electrical characteristics of the Earth are not important. For 

values of K greater than 0.001 and less than 1, the appropriate formulae given in § 3.1.1.2 

can be used. When K has a value greater than about 1, the diffraction field strength 

calculated using the method of § 3.1.1.2 differs from the results given by the computer 

program GRWAVE, and the difference increases rapidly as K increases. GRWAVE 

should be used for K greater than 1. This only occurs for vertical polarization, at 

frequencies below 10 MHz over sea, or below 200 kHz over land. In all other cases the 

method of § 3.1.1.2 is valid. 

3.1.1.2 Diffraction field strength formulae 

The diffraction field strength, E, relative to the free-space field strength, E0, is given by 

the formula: 
 

  dB)()()(log20 21
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YGYGXF
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++=  (13) 

 

where X is the normalized length of the path between the antennas at normalized heights 

Y1 and Y2 (and where 
0

log20
E

E
 is generally negative). 

In self-consistent units: 
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or, in practical units: 
 

  dafX e

3/2–3/1β188.2=  (14a) 
 

  hafY e

3/1–3/23– β10575.9 =  (15a) 
 

where: 

 d : path length (km) 

 ae : equivalent Earth’s radius (km) 

 h : antenna height (m) 

 f : frequency (MHz). 

 is a parameter allowing for the type of ground and for polarization. It is related to K by 

the following semi-empirical formula: 
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For horizontal polarization at all frequencies, and for vertical polarization above 20 MHz 

over land or 300 MHz over sea,  may be taken as equal to 1. 
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For vertical polarization below 20 MHz over land or 300 MHz over sea,  must be 

calculated as a function of K. However, it is then possible to disregard ε and write: 
 

  
3/53/2

2 89.6
fk

K


  (16a) 

where  is expressed in S/m, f (MHz) and k is the multiplying factor of the Earth’s radius. 

The distance term is given by the formula: 
 

  F(X) = 11 + 10 log (X) − 17.6 X for X  1.6 (17a) 
 

  F(X) = −20 log (X) − 5.6488X1.425 for X < 1.6 (17b) 
 

The height gain term, G(Y ) is given by the following formulae: 
 

  8)1.1log(5)1.1(6.17)( 2/1 −−−− BBYG for  B  >  2 (18) 
 

  )1.0log(20)( 3BBYG + for  B    2 (18a) 
 

If KYG log202)( + , set )(YG  to the value Klog202 +  

In the above: 
 

  YB =  (18b) 
 

The accuracy of the diffracted field strength given by equation (13) is limited by the 

approximation inherent in only using the first term of the residue series. Equation (13) is 

accurate to better than 2 dB for values of X, Y1 and Y2 that are constrained by the formula: 
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where: 
 

  ( )β1280.1096.1 −−=limX  (19a) 
 

  ( ) )0,(),(β1779.1)0,(),( YYYKY −−+=  (19b) 
 

Δ(Y,0) and Δ(Y,∞) are given by: 
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Consequently, the minimum distance dmin for which equation (13) is valid is given by: 
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and dmin is obtained from Xmin using equation (14a). 

3.1.2 Calculation by nomograms 

Under the same approximation condition (the first term of the residue series is dominant), 

the calculation may also be made using the following formula: 
 

  )(H)(H)(Flog20 21

0

hhd
E

E
++=                 dB (20) 

 

where: 

 E : received field strength 

 E0 : field strength in free space at the same distance 

 d : distance between the extremities of the path 

 h1 and h2 : heights of the antennas above the spherical earth. 

The function F (influence of the distance) and H (height-gain) are given by the 

nomograms in Figs 3, 4, 5 and 6. 

These nomograms (Figs 3 to 6) give directly the received level relative to free space, for 

k = 1 and k = 4/3, and for frequencies greater than approximately 30 MHz. k is the 

effective Earth radius factor, defined in Recommendation ITU-R P.310. However, the 

received level for other values of k may be calculated by using the frequency scale for 

k = 1, but replacing the frequency in question by a hypothetical frequency equal to f / k2 

for Figs 3 and 5, and kf / for Figs 4 and 6. 

Very close to the ground the field strength is practically independent of the height. 

This phenomenon is particularly important for vertical polarization over the sea. For this 

reason Fig. 6 includes a heavy black vertical line AB. If the straight line should intersect 

this heavy line AB, the real height should be replaced by a larger value, so that the straight 

line just touches the top of the limit line at A. 

NOTE 1 – Attenuation relative to free space is given by the negative of the values given by 

equation (20). If equation (20) gives a value above the free-space field, the method is invalid. 

NOTE 2 – The effect of line AB is included in the numerical method given in § 3.1.1. 
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FIGURE 3 

Diffraction by a spherical Earth – effect of distance 
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FIGURE 4 

Diffraction by a spherical Earth – height-gain 
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FIGURE 5 

Diffraction by a spherical Earth – effect of distance 
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FIGURE 6 

Diffraction by a spherical Earth – height-gain 
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3.2 Diffraction loss for any distance at 10 MHz and above 

The following step-by-step procedure should be used for a spherical-earth path of any 

length at frequencies of 10 MHz and above, for effective Earth radius ae > 0. The method 

uses the calculation in § 3.1.1 for over-the-horizon cases, and otherwise an interpolation 

procedure based on a notional effective-earth radius. 

The procedure uses self-consistent units and proceeds as follows: 

Calculate the marginal LoS distance given by: 
 

  ( )212 hhad elos +=  (21) 

 

If d ≥ dlos calculate diffraction loss using the method in § 3.1.1. No further calculation is 

necessary. 

Otherwise continue: 

Calculate the smallest clearance height between the curved-earth path and the ray between 

the antennas, h (see Fig. 7), given by: 
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Calculate the required clearance for zero diffraction loss, hreq, given by: 
 

  
d

dd
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λ
552.0 21=  (23) 

 

If h > hreq the diffraction loss for the path is zero. No further calculation is required. 

Otherwise continue: 

Calculate the modified effective earth radius, aem, which gives marginal LoS at distance 

d given by: 
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Use the method in § 3.1.1 to calculate the diffraction loss for the path using the modified 

effective earth radius aem in place of the effective earth radius ae, and designate this loss 

Ah. 

If Ah is negative, the diffraction loss for the path is zero, and no further calculation is 

necessary. 

Otherwise calculate the interpolated diffraction loss, A (dB), given by: 
 

    hreq AhhA /1 −=  (25) 

4 Diffraction over isolated obstacles or a general terrestrial path 

Many propagation paths encounter one obstacle or several separate obstacles and it is 

useful to estimate the losses caused by such obstacles. To make such calculations, it is 

necessary to idealize the form of the obstacles, either assuming a knife-edge of negligible 

thickness or a thick smooth obstacle with a well-defined radius of curvature at the top. 

Real obstacles have, of course, more complex forms, so that the indications provided in 

this Recommendation should be regarded only as an approximation. These models do not 

take into account the profile transverse to the direction of the radio link, which may have 

a significant effect on diffraction loss. 

In those cases where the direct path between the terminals is much shorter than the 

diffraction path, it is necessary to calculate the additional transmission loss due to the 

longer path. 

The data given below apply when the wavelength is fairly small in relation to the size of 

the obstacles, i.e. mainly to VHF and shorter waves ( f > 30 MHz). 

FIGURE 7 

Path clearance 
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4.1 Single knife-edge obstacle 

In this extremely idealized case (see Figs 8a) and 8b)), all the geometrical parameters are 

combined together in a single dimensionless parameter normally denoted by ν which may 

assume a variety of equivalent forms according to the geometrical parameters selected: 
 

  


